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令和８年３月６日（金曜日）

─────────────────────

   午前９時59分開会

────────────────

会議に付託された議案等

○議案第45号 令和７年度宮崎県一般会計補正

       予算（第８号）

○議案第48号 令和７年度宮崎県国民健康保険

       特別会計補正予算（第１号）

○議案第49号 令和７年度宮崎県母子父子寡婦

       福祉資金特別会計補正予算（第

       １号）

○議案第63号 令和７年度宮崎県立病院事業

会計補正予算（第２号）

○議案第67号 宮崎県における事務処理の特例

       に関する条例の一部を改正する

       条例

○議案第68号 宮崎県一時保護施設の設備及び

       運営の基準に関する条例の一部

       を改正する条例

○その他報告事項

・令和７年度第２回県立病院事業点検プロジェ

クトチーム報告

・宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座

の設置終了について

・保育人材の確保について

・訴えの提起の中止について

────────────────

出席委員（６人）

  委 員 長   重 松 幸次郎

  副 委 員 長   黒 岩 保 雄

  委      員   日 髙 陽 一

  委      員   山 下   寿

  委      員   渡 辺 正 剛

  委      員   図 師 博 規

欠席委員（１名）

  委      員   濵 砂   守

委員外議員（なし）

────────────────

説明のため出席した者

 病院局

  病 院 局 長 𠮷 村 久 人

  病 院 局 医 監 兼
             嶋 本 富 博

県 立 宮 崎 病 院 長

  病 院 局 次 長 兼
             高 妻 克 明
  経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長   佐々木 史 郎

  県立日南病院長   原   誠一郎

県立日南病院事務局長   湯 地 正 仁

  県立延岡病院長   山 口 哲 朗

県立延岡病院事務局長   牛ノ濱 和 秀

 福祉保健部

  福 祉 保 健 部 長   小 牧 直 裕

  福祉保健部次長
             市 成 典 文
  （ 福 祉 担 当 ）

  福祉保健部次長
             吉 田 秀 樹

（保健・医療担当）

  こども政策局長   壱 岐 さおり

  衛 生 技 監   椎 葉 茂 樹

  福 祉 保 健 課 長   北 薗 武 彦

指導監査・援護課長   佐 多 能 成

  医 療 政 策 課 長   早 川 俊 一

  国民健康保険課長   上 田 浩 司

  長 寿 介 護 課 長   井 上 裕 二

  医 療 ・ 介 護
             藤 元 信 孝
  連 携 推 進 室 長

  障がい福祉課長   隈 元 淳 二

  衛 生 管 理 課 長   下 村 高 司

  健 康 増 進 課 長   德 山 美 和

薬務感染症対策課長   蛯 原 夕起子

  薬 務 対 策 室 長   安 藤 ゆかり
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  こども政策課長   増 田 光 宏

  こども家庭課長   渡 辺 智 裕

────────────────

事務局職員出席者

  議事課主任主事   増 村 竜 史

  議事課課長補佐   古 谷 信 人

─────────────────────

○重松委員長 それでは、ただいまから厚生常

任委員会を開会いたします。

 まず、委員会の日程についてであります。

 日程案につきましては、御覧のとおりであり

ますが、御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 執行部入室のため、暫時休憩いたします。

   午前９時59分休憩

─────────────────────

   午前10時１分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

 本委員会に付託されました議案等について、

病院局長の概要説明を求めます。

○𠮷村病院局長 今回、御審議いただきます議

案について御説明いたします。

 厚生常任委員会資料の３ページ、目次を御覧

ください。

 予算議案、議案第63号「令和７年度宮崎県立

病院事業会計補正予算（第２号）」の概要であ

ります。

 これは、給与改定や物価高騰の影響による経

営環境の悪化に対応するため、緊急対策として、

一般会計繰入金の増額補正を行うものでありま

す。

 次に、別資料となっておりますが、その他報

告事項、令和７年度第２回県立病院事業点検プ

ロジェクトチーム報告であります。

 先般、各病院における経営改善に向けた取組

の進捗状況や、経営改善に向けた抜本的な取組、

収支計画の見直し等について、プロジェクト

チームの確認を２回受けましたので、点検を受

けた立場として、結果を報告させていただきま

す。

 詳細につきましては、次長のほうから説明い

たしますので、よろしくお願いいたします。

○重松委員長 次に、議案についての説明であ

りますが、議案とその他報告事項が密接に関連

していることから、円滑な審査を行うため、議

案とその他報告事項を一括して説明を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○高妻病院局次長 資料４ページでございます。

 議案第63号「令和７年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第２号）」の概要であります。

 四角囲みに書いておりますが、給与改定や物

価高騰に対応するため、緊急対策として、一般

会計繰入金12億円余を増額補正するものです。

 これは収益の増額でありまして、費用につい

ては補正しておりません。

 内訳ですが、まず、①給与改定に伴う影響額

として１億7,000万円余、②物価高騰に係る影響

額として10億3,000万円余、③普通交付税の単価

見直しに伴う増額としまして4,000万円余でござ

います。

 ５ページにその補正額の計算方法を書いてお

ります。

 収支計画に織り込んでいた給与改定や物価高

騰の費用と、実際の費用との差額を計上するよ

うな考え方でございます。

 （１）給与改定部分ですが、給与改定を考慮

して国が追加交付する特別交付税がございまし
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て、これが１億4,000万円余、そして、収支計画

と決算見込みの影響額の乖離額2,000万円余で、

この２つを足した１億7,000万円余を補正します。

 また、（２）物価高騰部分ですけれども、こ

こは、診療報酬では、材料費と経費については、

入外収益等の一定割合で設定されています。い

わゆる変動費だということです。

 材料費としましては、入外収益に占める材料

費の比率の収支計画と決算見込みの乖離分で６

億4,000万円余。

 そして、経費につきましても、医業収益に占

める経費の割合の、収支計画と決算見込みの乖

離分で計算していますが、このうち、収支計画

を超えた額というのは２億9,000万円余─表の

下に書いてありますけれども─こちらを計上

したところです。

 そして、控除対象外消費税についてですけれ

ども、御存じのとおり、公的医療費は非課税で

ありますが、医薬品や診療材料などは課税仕入

れをします。診療報酬では、その消費税の損税

分を、入院基本料等で考慮されているというこ

とになっていますけれども、実際は賄いきれて

いないという状況がございます。この額が非常

に大きいということでございます。

 このため、材料費と経費の物価高騰影響分に

係る消費税10％分が9,000万円余ございますので、

こちらを計上させていただきました。

 これらの合計額が10億3,000万円余となります。

 そして、（３）普通交付税単価見直し部分で

すが、これは、令和７年度の普通交付税単価が、

令和７年７月に決定されたことに伴いまして、

その単価の見直し分を反映しているということ

でございます。

 病院事業に係る交付税はいろいろ費目がござ

いますが、このうち、病床割、救急告示病院、

救命救急センターにおいて単価の見直しが行わ

れましたので、これらを踏まえて、合計額4,000

万円余を計上したところです。

 議案に関する説明は、以上になります。

 続きまして、その他報告事項でございます。

 令和７年度第２回県立病院事業点検プロジェ

クトチーム報告についてであります。

 資料のほうは３ページを御覧ください。

 これまでの経緯でございます。

 11月の閉会中の常任委員会で御報告させてい

ただいた後に、12月10日に第２回、２月６日に

第３回の会議が開催されております。

 第２回の会議では、令和７年度の決算見込み

や、医療需要の分析等について議論し、第３回

の会議では、収支計画の見直しや抜本的対策の

取組等について協議をしました。

 また、知事への報告は、ＰＴが２月26日に

行っております。

 ４ページでございます。

 ここからは、第２回の会議の内容について説

明いたします。

 まず、経営改善に向けた取組状況です。

 赤い字は、令和５年度と比較した令和12年度

の取組効果額で、この数値を目標に今、取組を

進めています。

 各項目に白丸、黒丸がございますが、白丸は

令和６年度からの取組、黒丸は令和７年度から

の取組を示しています。

 ①の収益の確保についてであります。

 まず、１つ目が、令和７年度の見込額と令和

５年度の実績を比較したものであります。表が

２つございまして、上の表が入院の患者数・単

価・収益について書いており、下の表は外来の

それについて書いているというところでござい

ます。
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 表を見ていただきますと、入院については赤

枠で囲っておりますが、６億6,000万円、そして、

その下の外来については11億9,000万円増加して

います。患者数は減っておりますけれども、単

価の増加でこれを補っているという状況であり

ます。

 しかし、これを、その横に書いてある目標額

と比べますと、一番右になりますが、入院につ

いては40億7,000万円、外来については5億6,000

万円不足しているという状況であります。

 令和12年度の黒字化に向けては、入院・外来

の収益を20％程度伸ばしていく必要があるんで

すけれども、特に入院収益の伸びが不十分な状

況にあります。

 来年度の診療報酬は、これまでになく上がる

見込みでありますけれども、我々としても、集

患対策を進めながら、平均在院日数のさらなる

適正化など、入院収益を増やしていく必要があ

ると考えております。

 ２つ目の丸でありますが、抗がん薬混合調製

ロボットにつきましては、延岡病院に続き、宮

崎病院でも令和８年２月から稼働を始めていま

す。

 下のほうの②費用の節減・見直しについては、

医薬品の共同購入や、ＳＰＤ活用による診療材

料費の節減等によりまして、合計で２億8,000万

円余の節減を見込んでいるところでございます。

 ５ページでございます。

 各病院の取組でございます。

 まず、宮崎病院ですが、１つ目、ＩＭＲＴの

導入によりまして、4,600万円余の増収を見込ん

でいます。

 ２つ目ですけれども、ダ・ヴィンチ手術も139

件となる見込みです。

 次に、延岡病院ですが、１つ目、ハイブリッ

ド手術室での心臓カテーテル手術等が大幅に増

加しておりまして、３億3,000万円余の増収を見

込んでいます。

 ２つ目、外来化学療法は単価が大幅に上がっ

ておりますので、１億800万円の増収を見込んで

います。

 ３つ目ですが、高度急性期医療の拡充につい

ては、昨年の10月にＨＣＵ─高度急性期病床

ですけれども、こちらを７床増床したことによ

りまして、8,200万円余の増収を見込んでいると

ころです。

 それから、手術支援ロボットのダ・ヴィンチ

についても先月から稼働しているところであり

ます。

 日南病院につきましては、まず１つ目、昨年

度、病棟再編を行っております。それに伴って、

日南病院の職員数を減らしているという状況で

す。今年度の効果というのは、まだ少額にとど

まっておりますけれども、令和８年度以降、３

病院全体での職員削減の効果が現れ始めると考

えております。

 ２つ目です。放射線治療装置の稼働停止によ

り2,100万円の節減を行っています。

 ３つ目です。ＧＣＵ─新生児回復室が７床

ございましたが、11月から休床しております。

これは、年度内に許可病床も削減する予定であ

ります。

 なお、公立病院等との機能分化については、

当初予算案で詳しく説明させていただきます。

 ６ページでございます。

 これは、第２回会議時点での令和７年度決算

見込額と前年度決算との比較です。

 純損益については、36億9,000万円余の赤字で、

対前年度17億3,000万円余悪化する見込みになっ

ておりました。
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 ポイントは３点ございます。

 １点目、入院・外来の収益については、患者

数の減少を単価の増加で補っておりまして、６

億7,000万円余増加いたします。

 ２点目、物価高騰や賃金の上昇によりまして、

費用については19億4,000万円余増加するという

見込みです。

 ３点目、その結果としてですが、償却前損益

については、12億7,000万円余の赤字で、15億円

余悪化するという見込みです。

昨年度、２月補正が行われた後のものと比較

しておりますので、こうした差になるというこ

とであります。

 ７ページであります。

 同じようなところでありますけれども、今度

は、令和７年度決算見込みと現行の収支計画を

比較しております。

 数字が違うということで御理解いただければ

と思いますが、純損益については、対収支計画

で８億円余悪化する見込みで、その要因につい

ても、今御説明したとおりでございますので、

内訳の数値だけ申し上げますと、入院・外来収

益が３億2,000万円余悪化、費用は７億8,000万

円余悪化。

 その結果として、償却前損益は９億9,000万円

余悪化する見込みになります。これが対収支計

画との比較であります。

 ８ページでございます。

 ここから12ページにかけて、令和７年度の直

近の患者数や入外単価、それから、稼働病床利

用率を説明させていただきます。

 グラフの見方について、赤が７年度、青が６

年度、緑が５年度、灰色は元年度になります。

 それから、赤い点線が入っております。これ

が、収支計画上の今年度の目標ラインというこ

とになります。

 まず、延べ入院患者数です。

 病院事業全体では、昨年４月から今年の１月

まで、収支計画を１万9,000人余下回っています。

 ３病院とも収支計画を下回っている状況です

が、宮崎病院と延岡病院については、新規の入

院患者数は横ばい、ないし増加しておりますの

で、この減少の原因というのは、平均在院日数

の短縮ということになってまいります。これが、

延べ入院患者数の減少につながっているという

ことです。

 このあたりについては、平均在院日数が短縮

されることによりまして、延べ入院患者数は減

りますけれども、一方で入院単価は上がると、

そういうトレードオフの関係はあると御理解く

ださい。

 ９ページについては、延べ外来患者数です。

 病院事業全体では、収支計画を7,579人下回っ

ています。

 外来患者数の増減の分析というのは非常に難

しいところがございますが、特に落ち込みの大

きかった11月については、前年度比で診療日数

が２日少なかったということなどが影響をして

いるということです。どうしても月次で見てい

きますと、こういうことになるということであ

ります。

 10ページでございます。

 こちらは、１日平均入院単価です。

 病院事業全体では、収支計画を3,066円上回っ

ております。宮崎病院と延岡病院では、平均在

院日数の短縮等によりまして、収支計画を上

回っていますが、日南病院については、外科等

の患者数の減少によりまして、収支計画を下

回っているという状況です。

 11ページでございます。



令和８年３月６日(金)

- 6 -

 １日平均外来単価でございます。

 病院事業全体で見ますと、収支計画を2,564円

上回っております。３病院とも同じ理由を書い

ておりますけれども、高度な外来化学療法が増

加しておりまして、単価は上昇しているという

ことであります。

 12ページを御覧ください。

 こちらは稼働病床利用率でありまして、病院

事業全体では、収支計画を5.8％下回っていると

いう状況です。これは、主に平均在院日数の短

縮や、患者数の減少によっております。

 13ページでございます。

 このページは医療需要の分析についてであり

ます。これは、福祉保健部の協力の下で、県全

域のレセプト─国民健康保険と後期高齢者医

療制度のレセプトを使いましたが、そういうレ

セプトの件数や病床数等を分析しています。

 上の四角囲みの中ですけれども、まず、医療

需要については、国民健康保険等のレセプトを

見ましたところ、全県的に若年層─65歳未満

という意味ですが、こちらが減少しておりまし

て、後期高齢者層が増加しているという状況が

あります。

 また、病床については、急性期の病床がやは

り過剰であって、回復期が不足しているという

ことです。

 さらに、県北や県南の医療圏におきましては、

延岡病院や日南病院が総合的な急性期医療の大

部分を担っているという数字がある一方で、宮

崎東諸県医療圏内では、急性期機能を担う病院

の数も多く、医療機能が重複しているのではな

いかと考えられるところです。

 こうしたところから、宮崎東諸県医療圏でも

急性期の機能分化でありますとか、一部の病院

の回復期等への移行が必要ではないかと考えら

れるところであります。

14ページになります。

 第２回会議を踏まえたＰＴからの指摘事項、

それから、病院の対応方針について書いており

ます。

 まず、ＰＴから２点指摘を受けております。

 １点目、令和７年度決算見込みでは、物価高

騰等による費用の増に加えて、入外患者数の減

少により収益が悪化しているということ。

 ２つ目、医療需要の減少等を踏まえ、経営改

善に向けた抜本的対策を早急に検討することが、

このとき指摘されています。

 それに対し、病院局としましては、１つ目、

患者数の減少等を踏まえた収支計画の見直しを

行うこと。

 ２つ目、収益確保を含む抜本的対策を取りま

とめて報告すること。

 また、３つ目、日南串間医療圏の公立病院間

の役割分担等について、より具体的に議論を進

めると回答したところです。

 15ページになります。

 ここからは、第３回会議の内容であります。

 まず、２月補正予算等を反映させた令和７年

度決算見込みと、前年度決算との比較でありま

す。

 まず、純損益ですが、21億6,000万円余の赤字

となりまして、これは、対前年度で２億円余悪

化するという見込みになります。

 ポイントは３点ございます。

 １点目、２月補正予算等によりまして、一般

会計繰入金が８億4,000万円余増加するというこ

と。

 ２点目、国の経済対策─こちらも年末に決

定されましたが、そちらによりまして、その他

収益が６億1,000万円余増加するということ。
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 ３点目、その結果になりますが、償却前損益

は２億5,000万円余の黒字で、2,000万円余改善

するという見込みになります。

 16ページであります。

 次に、令和７年度決算見込みと収支計画との

比較を行ったものです。中身は同じになります

ので、数字が違うところを申し上げます。

 純損益については７億2,000万円余増加する見

込みです。

 それから、その内訳ですけれども、まず、一

般会計繰入金が11億9,000万円余増加する。

 その他の収益が５億9,000万円余増加し、その

結果、償却前損益は５億3,000万円余増加すると

いう見込みになるということです。

 17ページであります。

 ここから20ページにかけては、収支計画の見

直しについてであります。

 まず、１の基本的な考え方ですけれども、こ

れが３点ございます。

 １点目、収支計画は、国のガイドラインがご

ざいます。これに基づいて毎年度必要な見直し

を行い、議会に報告するということであります。

 ２点目、当初の目標であります令和12年度の

黒字化、そして、一般会計借入金の返済開始を

堅持いたします。

 ３点目、それを支えるために、現金預金残高

のプラス水準を維持するということでございま

す。従来どおりの考え方でございます。

 ２の主な見直し内容についてでありますが、

まず、入院患者数、診療報酬改定等の最新の動

向を踏まえるということ、そして、２月の補正

予算案、来年度当初予算案を反映させるという

こと。後ほど説明をしますが、④にあります抜

本的対策の効果額を６億6,000万円見込んでおり

ますけれども、こちらや、⑥にあります病院事

業債を活用した35億円の資金調達を行うという

ことを反映しています。

 18ページであります。

 抜本的対策の実施による収支改善効果等につ

いて書いております。その収支改善効果額は、

申し上げたとおり６億6,000万円を見込んでいる

ところです。

 まず、宮崎病院において、１病棟の削減及び

精神科病床の見直しによりまして、病床を50床

程度削減いたします。

 また、ＩＭＲＴの導入やダ・ヴィンチの機能

強化を踏まえまして、がんセンターを標榜し、

集患対策を強化してまいります。

 さらに、日南病院との病理診断体制の一元

化・高度化について検討してまいります。

 次に、延岡病院では、稼働率の低い病棟の病

床を15床削減します。

 日南病院では、18床の病床を削減するととも

に、へき地医療拠点病院の指定によるＤＰＣ係

数の向上を図ってまいります。

 以上、３病院の取組で４億1,000万円の改善効

果を見込んでいるところです。

 次に、３病院共通の取組になります。

 まず、ＤＸの推進ですが、これは、当初予算

案で説明をさせていただきますけれども、病院

現場に生成ＡＩなどを導入しまして、業務の効

率化等につなげるものであります。

 ２つ目の看護職員処遇改善評価料─診療報

酬の中にこういうものがありますが、これを活

用した処遇改善をこれまで行っておりました。

これを廃止するということでありまして、昨年

の12月から既に実施しているという状況であり

ます。

 ３つ目です。材料等調達における地域連携の

推進については、ペースメーカーなど、メー
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カーが持ち込んでくる高額診療材料がございま

すが、これを地域内である程度統一することで、

さらなるスケールメリットを追求していくもの

であるということです。価格交渉力を高めてい

くという行いであります。

 ４つ目でありますが、医療機器の保守委託の

見直し、それから、臨床工学技士による保守の

一部内製化に取り組んでまいります。

 加えまして、５つ目の─これは既に実施し

ておりますけれども─有料個室の病床使用料

の値上げ、それから最後の、不要財産の売却な

どを行ってまいります。

 以上、共通の取組で、合計しますと２億5,000

万円になりますので、先ほどの数字と足しまし

て、６億6,000万円という収支改善効果を見込む

ということになります。

 こうした取組を行った上で、一番下ですけれ

ども、財務基盤の強化として、病院事業債（経

営改善推進事業）による資金調達を行いたいと

考えています。

 調達額は、令和８年度に11億円、令和９年度

に24億円、合計で35億円を見込んでいるところ

です。

 19ページでございます。

 こちらは、昨年度の２月議会で提出させてい

ただいた収支計画であります。

 表の一番上の純損益は、令和12年度に黒字に

転換するということになっていますが、その黒

字額の見込みは5,500万円となります。

 次に、表の中ほどに現金預金残高という項目

があります。こちらもずっとプラスを維持しま

すが、令和８年～11年度の期間については、１

～２億円台ということになっておりまして、大

変厳しい資金繰りを見込まざるを得ないという

ような収支計画であるということであります。

 20ページでございます。

 そうした収支計画について、先ほど申し上げ

ました患者数や診療報酬改定、予算措置に加え

て、抜本的対策の６億6,000万円、それから35億

円の資金調達等を反映させてつくった収支計画

であります。

 この収支計画では、表の一番上、純損益です

が、令和12年度に、赤枠で書いておりますよう

に黒字転換をしまして、その黒字額は数億円規

模を確保するということであります。

 同じように表の中ほどの赤枠ですけれども、

現金預金残高はプラス水準で推移しまして、令

和８～12年度の期間も９～21億円程度確保がで

きる見込みとなります。

 21ページであります。

 第３回会議におけるＰＴからの主な評価・指

摘事項及び病院局の対応方針であります。

 ＰＴからは４点ほどございました。

 １点目、患者数について、より現実的な見込

みとし、抜本的対策を含んだ収支計画となって

いるという評価をいただいております。

 ２点目、病棟削減等による人件費等の削減等

を確実に進めること。

 ３点目、集患対策を実施し、入外患者数の確

保に努めること。

 ４点目、日南市立中部病院との連携協定を踏

まえ、本格的な議論を着実に実施すること。ま

た、串間市民病院についても、今後、日南病院

との機能分化等を検討することが指摘されまし

た。

 それに対して、病院局からは１点目、抜本的

対策を確実に進めるということ、そして、看護

配置等の適正化を通じた総人件費の抑制を行う

ということ。

 ２点目、総合病院の特色を生かした高度医療
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を積極的に発信しまして、入外患者数の確保に

努めていくということです。

 ３点目、日南市内の公立病院につきまして、

令和８年度は早期に、あり方検討委員会を開催

しまして、令和８年度中に次期地域医療構想を

踏まえた役割分担等の具体的な方向性を定める

こと、また、串間市民病院と日南病院との機能

分化等についても検討を進めると回答いたしま

した。

 なお、知事からは指摘事項がございまして、

下に書いておりますが、今後の見通しが厳しい

ため、経営改善の取組を確実に実施し、収支計

画に沿った適確な経営を行うこと、また、福祉

保健部に対しましても、次期地域医療構想の策

定に当たり、圏域ごとに各医療機関の機能分化

等の方針を示していくこと、そしてまた、私ど

も県立病院に対しては、地域の中核病院として

の医療提供体制と、経営改善のための方策につ

いて、不断の検討を行うよう指示を受けたとこ

ろでございます。

 22ページでございます。

 ここは、国への要望の状況でございます。

 これまでの経緯を記載しておりますが、11月

の議会への報告以降の取組で御説明しますと、

一番下になります。

 11月から12月にかけて、知事が、全国知事会

地方税財政常任委員長として、政府・与党に対

し、緊急的財政支援及び公立病院の経営安定化

支援を要請しました。

 23ページですけれども、これまでの要望を受

けた国の対応状況です。

 １つ目、国の令和７年度補正予算で、医療分

野における賃上げ・物価上昇に対する支援など、

総額で１兆円余の支援が行われるということに

なりました。これを受けて、県立病院に対して

は、少なくとも６億円余の支援があるのではな

いかと見込んでおります。

 ２つ目、国から重点支援地方交付金が交付さ

れておりますが、これの使途について、地方公

営企業も活用できるという旨の通知がなされて

おります。これを受けまして、２月補正予算案

においては、物価高騰に伴う増分として、約10

億3,000万円を繰り出していただくという形でご

ざいます。

 ３つ目、これは当初予算になりますが、政府

の令和８年度予算案においては、診療報酬につ

いて、２年平均で3.09％の増額改定が措置され

たということでございます。

 加えまして、同じく政府予算案の中ですけれ

ども、４つ目として、普通交付税の、救急告示

病院等の病床当たりの単価が引き上げられてお

りますし、特別交付税の基準額の引上げなども

措置されております。

 このように、国もしっかりと対応をしていた

だいたと考えておりますし、何より、地方の医

療機関の声を国政に届けていただきました議員

の皆様に深い感謝を申し上げます。

 病院局としましても、今後とも県立病院が行

う代替性のない医療を県民の皆様に安定的に提

供できるよう、抜本的な対策を着実に進めてま

いります。

○重松委員長 執行部の説明が終了しました。

 議案等について質疑はございませんか。

○渡辺委員 資料20ページの収支計画見直し版

なんですけれども、様々な経営努力を続けて、

令和12年度以降に黒字化するという中で、借入

金について毎年２億円が返済されていくという

ことになっています。借入金が50億円というこ

とですので、返済には25年かかっていくわけで

すよね。
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 25年間という時間を考えると、延岡市にして

も、宮崎市にしても、串間市にしても、大幅に

人口が減っていくということになっていくわけ

ですよね。多分、今の想定だと、25年後の県民

人口は70万人とかで、それに至るまでの外来患

者数、入院患者数というのをどのように考えて

いくかによっては、この２億円の返済の可能性

が─そもそも黒字転換して、黒字がずっと増

えていく計画になっていますけれども、20年と

いうような長い単位で考えたときの入院収益・

外来収益というのをどう考えるかというところ

をお伺いしたいんですが。

○高妻病院局次長 長いスパンで見るとおっ

しゃるとおりで、確実に収益は減っていくとい

う状況が見込まれます。

 その中で、どのように経営を維持していくか

というのは、その時々の状況を見ながら、やは

り見直しを続けていかなければならないと思っ

ています。

 御指摘の毎年２億円の償還についてでありま

すけれども、これは、当初そのようにお約束を

したというか、目安をつくったということであ

りまして、その時々の経営状況を見まして、こ

こは変更していく可能性がないというわけでは

ないと思っております。

 将来のことを考えますと、今、既に老朽化が

進み始めている延岡病院や日南病院の大規模な

修繕というのも、いずれかの時点で行う必要が

出てきます。そういったものとの兼ね合いも見

ながら、しっかり検討していく必要があると考

えております。

 現在のところは、まだ令和15年度までの収支

計画ですので、そこから先については、本当に

よく考える必要があると考えています。

○渡辺委員 昨日の一般質問でも出させていた

だいているんですけれども、地域医療構想調整

会議、これは福祉保健部のほうが中心になって

考えていくべきことだとは思いますけれども、

実際に地域医療構想を進めていくのは、病院局

のほうのマネジメントになるわけですよね。

 ですので、ぜひ、病院局としても、個別に、

特に県南地区について、公立病院とどのように

統合していくかというのを─病院局としては、

個別にはなかなか言い出せないのかもしれない

んですけれども。

 収支計画を実際つくられて苦労されるのは病

院局なわけですから、長いスパンの中でそうい

う避けて通れない地域医療の合理化、集約化み

たいなものを─こういうことが将来起こり得

るんだと、統合みたいなこともあるんだという

ことを早い段階で、県民や地域の皆さんには言

わないと、各地域の公立病院は、それぞれ頑張

ろうとされると思いますけれども、その中だけ

では答えが出てこないと思います。

 先ほど言いました地域医療構想などを含めて、

地域全体での合理化を考えていく必要がある。

人口が減っていったときのことを考えると、ま

とまって、合理化が必要なんだということを、

やはり文章の中には明示していただかないと。

令和15年度までという計画なんですけれども、

そこから先はこういうことを考える必要がある

というのは、ぜひ入れていただきたいと思いま

す。

○高妻病院局次長 御指摘、そのとおりだと

思っていまして、地域医療構想の中では、次は

2040年を目指すことになりますけれども、2040

年に向けた各圏域の医療需要がどう変化するか

の予測が出ます。

 それと同時に、必要なベッド数が何床かとい

うのが機能別に示されますので、そういったも
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のが一つ、圏域ごとの大きな指針になっていく

と考えています。

 県南について御指摘がございました。

 県南地域での現在の医療資源やベッド数等を

見ますと、実は公立病院が担う部分が４割ぐら

いありますので、非常にインパクトが大きい地

域だと思っています。

 そういった中で、どのように機能分化・連携

強化を進めていくかについては、公立病院の中

でしっかり打合せをしていきたいと考えていま

す。

○日髙委員 ３回のＰＴのいろいろ話もあって、

資料18ページにも病床の削減というような形も

あります。

 人口減少というのが大変厳しい状況で、やっ

ぱり、いろいろ見直しをしていくところが必要

なんだなと感じているところです。

 僕も今月、小学校の卒業式に出席するのです

が、卒業式では120人ぐらい卒業されるんですけ

れども、４月の入学式では入学生が60人ぐらい

なんですよ。考えたときに、本当にこれは厳し

い問題だなと感じているところであります。

 いろいろなところで本当に議論していただい

ているところなんですが、18ページの、ちょっ

と細かいところなんですけれども、看護職員処

遇改善評価料を活用した処遇改善の廃止につい

て、この処遇改善評価料というのは、どういっ

たものになるのか。そしてまた、不要財産に関

して、どういったものが不要財産になっていく

のかというところを教えていただけますでしょ

うか。

○高妻病院局次長 まず、看護職員処遇改善評

価料について、これは診療報酬の中の科目でご

ざいまして、令和２年あたりの創設だと思いま

す。

 要は、コロナ禍で、看護職員の処遇改善が必

要だという国の判断がございまして、給与等を

３％毎月上げていければ、これだけの診療報酬

を増やしてよいというものができていて、それ

を導入していたという経緯がございます。宮崎

県の場合は、月額9,300円を看護職員に措置して

おりました。

 当初の目的が３％の賃上げということでござ

いましたので、これは人事委員会勧告に準じて

実施することによって、令和５～７年で十分に

クリアしておりますので、こうした実態を踏ま

えて─もちろん組合の皆さんとよく話合いを

させていただきましたけれども、合意を得たと

ころで、12月に廃止させていただいたという経

緯でございます。

 そして、不要財産については、具体的には日

南病院の旧院長公舎跡地という更地がございま

す。ここと、延岡病院の、今使っていない医師

公舎の跡地がございます。まだ建物もあるんで

すけれども、ここについて処分を行うというこ

とで、この金額を計上しています。

○日髙委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

 令和12年度までに黒字化ということで、国の

サポートがなければなかなか厳しいかもしれま

せんが、しっかりとまた取り組んでいただきた

いと思います。お願いします。

○黒岩副委員長 ちょっと頭の中の整理なんで

すが、今回、収支が少し悪化した分があるわけ

ですけれども、まず一つは物価高、この分につ

いては、一般会計からの繰入金で賄うんだとい

うところと、あと、収支が全体的に悪化した分

については、今後も経営改善と、あと借入金で

回していくんだという認識でよろしいんでしょ

うか。
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○高妻病院局次長 おおむねそのとおりだとい

うことですけれども、今回補正で上げていると

ころが、特に不足をしたところでございますし、

交付税あたりも若干、措置が上がっております

ので、そういったところの─これも繰入れに

はなるんですけれども、収益が増えているとい

う見込みはございます。

 あとは、やはり抜本的対策をしっかりと実施

していくというところで、経営を維持してまい

りたいと考えています。

○黒岩副委員長 ということは、以前、50億円

の借入れを行ったわけなんですけれども、今回

補正予算で一般会計から繰り入れるというとこ

ろについては、経営的な赤字分というよりも、

物価高であったりとか、交付税の増額分であっ

て、純然たる経営改善というか、赤字に対する

一般会計からの繰入れはないという理解でよろ

しいんでしょうか。

○高妻病院局次長 繰出金の財源ということで

理解いたしましたが、そのことで申し上げます

と、今回12億円程度の繰入れになりますけれど

も、そのうち10億3,000万円余が重点支援地方交

付金ということになります。

 残りの部分については、交付税ということに

なりますので、これは一般財源ということにな

ります。交付税を根拠としない部分も数千万円

は含まれているという状況です。

○黒岩副委員長 資料 15ページのところで、

２月補正予算等を反映した後でも21億6,000万円

ぐらいの赤字というところなんですが、それぞ

れの病院単位での金額というのは出せますか。

○高妻病院局次長 資料の後ろのほうに参考資

料というのが入っていまして、資料27ページを

御覧いただけますか。

 こちらの下に表がございます。それが、各病

院ごとの内訳でございまして、御指摘の部分は、

下から３つ目の大きな黄色で囲っている当年度

純損益というところの、経常損益の部分を見て

いただければと思います。純損益でも同じにな

りますが、宮崎病院が12億8,400万円余の赤字、

それから、延岡病院については3,000万円余の黒

字、日南病院については９億900万円余の赤字と

いうことになります。この合計が21億円余でご

ざいます。

○図師委員 抜本的な見直しというのが連発さ

れているんですが、ただ、やっぱり県病院とし

て、抜本的というよりは、役割は決まっておら

れるので、これを民営化するような動きまでで

きるかといったら、できなくて、政策医療的な

ものをしっかり担ってもらっているのが大前提

であります。確かに経営が苦しいのはよく分か

るんですが、担うべき役割は欠落しないように、

ぜひしっかり担っていただきたい。

 資料18ページに収支改善効果等とあるんです

が、１番目に出てくる、宮崎病院ですら１病棟

削減の方向性が出ているし、また、次の精神科

病棟の見直しというのがちょっと心配なんです

が、どう見直される予定なんでしょう。

○高妻病院局次長 正直申しますと、まだ検討

中でございまして、具体的なことは申し上げら

れませんけれども、稼働率がかなり落ちてきて

いるという状況にはございまして、そういった

ところを考慮して、適正な規模にということだ

と考えています。具体的なところは、これから

の医師の配置とか、あるいは稼働状況とかを見

て、検討を進めてまいりたいと考えています。

○図師委員 もちろん、民間の精神科病院との

連携や役割分担というのも視野に入れた上での

整理はされていくと思うんですが、急性期、特

に措置の対象になる患者が、たらい回しになら
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ないように、そういう役割はしっかり、県病院

のほうで果たしていただきたいと思います。

 それと、２番目の、がんセンターの設置につ

いて、これもまだ検討段階だと思うんですが、

今も放射線の治療等はかなりレベルが高いと思

います。さらに拡充される予定があるのか。例

えば、陽子線や重粒子線など、そういうところ

まで踏み込んでいくのかとか、その辺りはどう

でしょう。

○高妻病院局次長 おっしゃった部分について、

予定があるわけではございません。これまで順

次、整備してきた機能が整ったということを

しっかりＰＲし、このような治療を行うことが

できるということをしっかりと広報することに

よって、がん患者の集患に努めてまいりたいと

思っています。

 何よりも、がん患者については、厚生労働省

の報告書がございますけれども、これからも

２％程度増加していくという報告などございま

すので、こういった需要にしっかりと応えられ

るように、積極的にＰＲしていくという意味で

書かせていただきました。

○山下委員 皆さんの御質問に関連するんです

が、これだけ人口減少が進んでいって、この報

告書を見ましても、宮崎病院、延岡病院、日南

病院、全てが病床を削減するということで、県

病院は対応されるわけなんだけれども、地方自

治体が持っている─例えば、都農町の病院で

あったり、小林市であったり、串間市であった

り、全て大変な状況なわけじゃないですか。

 県内の医療体制について根本的に話し合って

何かしないと、いつも報告があるたびにこんな

議論をしなければいけないというのは、非常に

大変だなと私は思います。そういうこともしな

ければいけない時期が来ているんじゃないかと

思いますけれども、どうなんでしょう。

○𠮷村病院局長 まさに、その御心配は、我々

も常に持っているところでございまして、病院

というのは、民間の病院もありますし、我々み

たいな公的な病院もございます。

 それが、先ほど次長のほうからもありました

ように、各病気やけがの診療体制をどうしてい

くかにつきましては、地域医療構想という形で

医療圏を決めて、その医療圏の中で、その役割

を担うべき医療機関が十分なのか、多いのか少

ないのかということを議論していくことになり

ます。

 先を見越した上で、どういう病床数であると

か、体制であるかというのを示していただいて、

その中で各病院が自分たちの役割をしっかり果

たしていくことになりますので、そういう中で

は、今、2040年を見越した次の医療構想の中で、

先ほどから出ておりますように、今後、人口が

減っていく。

 人口が減るけれども、患者になり得る80歳代

以上の高齢者の方が、どういう治療を受けるこ

とになるのかといった医療需要についてしっか

りデータ的に分析、予想していただきますので、

それに合わせて民間の病院が一次的な医療を対

応し、公立病院等が二次、三次という形で対応

していく。

 その役割分担と、自分たちが果たすべき医療

の内容、それに合わせた体制をしっかり決めて

いくというのは、やはり医療構想なりをしっか

り踏まえた上で、協議会の中で話合いを行い、

その中で自分たちの病院を運営していくという

ことが、病院自体ごとの使命といいましょうか、

役割とかになってくると思います。

 そこは地域の中でしっかり話し合って、そし

て、自分たちの経営といいましょうか、診療報
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酬の中で病院を運営していくという部分は、

しっかり自己責任の下でやらないといけない。

 それが、また今度は医療面での連携ですとか、

さらには役割を分担し、そして連携する、そう

いったものを地元との間でしっかりやっていく

べき。

 また、病気やけがによっては全県的なものも

あるかもしれませんので、その地域での役割、

そして、果たすべき機能といったものをしっか

り話し合って、その中で効率的に、経営として

も成り立つように─それは診療報酬が前提で

すけれども、それを基にしてやっていけるよう

に努力する。

 その努力について、お互いに協力し合う体制

が必要かと思っていますので、常に自らを見直

すのと、地域を見直すというのをやっていく必

要があるのではないかと思っております。

○山下委員 結局、病院というのは─特にこ

の公立病院は、そのところに必要だから、我々

も認めて、お金を貸してでも存続してもらわな

いといけないというのが一部であるわけです。

 一方では、納税者のことを考えると、そんな

に赤字ばっかり出すんなら、続けさせていいの

かなという疑心暗鬼にもなるわけです。

また、一方では患者が減ると言いながら、医

師不足だとか、人手不足だとか、そんなことが

あちこちあるわけじゃないですか。

 だから、この県議会だけじゃなくて、市町村

議会もそうだと思うんですけれども、非常にジ

レンマだろうなと思うもんですから。何か根本

的な、長期的な試案の中で、今言う25年間２億

円ずつ返済するんだと。では、25年先はどうな

るんだろうかと、そんな心配も出てくるわけ

じゃないですか。

 ですから、何か、もっと考え方を集約しない

といけないんじゃないかと思い、心配したもの

ですから。

○𠮷村病院局長 何回も申し上げて申し訳ない

ですけれども、やはり、診療報酬制度によって

病院というのは、民間も公的病院も含めて経営

していかないといけない。それは、医療を提供

していくという使命があった上で、それを成り

立たせる財政的・経営的根拠の部分でございま

す。

 それで、民間と公立病院の違いになりますと、

やはり、公立病院は、言葉は悪いですけれども、

もうからないところもやらないといけない。

 そこについては、図師委員もおっしゃいまし

たけれども、やはり、行政が設置した病院とし

ての責任ということになりますので、その部分

につきましては、繰入金という形で、公的な部

分として財源的に責任を持っていただく、一般

会計から繰入金を出していただくということに

なります。

 ですので、今回の今後の計画の中についても、

診療報酬の方向性もしっかり入れないといけな

いですし、一般会計からの繰入金はどうなるの

かといった部分も考えないといけません。

 ですので、一般会計につきましても、交付税

措置なり、地方財政措置があるものを優先的に

は根拠としておりますけれども、公的な部分の

責任として、公的な資金を入れていただく。経

営上赤字だからという部分でも、その赤字がな

ぜ生じるのかを考えたときに、公的な責任とし

ての部分であれば、しっかりと財政措置をして

いただかないといけないし、そうでなくて、民

間病院と同じように経営努力をして、自分たち

がしっかり収入を確保しないといけない部分は、

公金に頼ってはいけないと思っています。

 今後の見直しのところでも、収支計画で努力
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したけれども、それで賄えなかった部分は少し

繰入金に頼る部分もあるし、地方財政措置があ

る部分はそこにお願いすると。そういった形で

病院であり、そして公的な団体の病院であると

いうところをしっかり認識しながらやっていか

ないといけないと思っております。

○黒岩副委員長 日南市立中部病院との連携協

定の締結の件について、内容を見ますと在り方

を検討するというところで、普通、在り方と

いった場合に、役割分担なのか、それとも存続

か廃止かといったところの意味合いも含むのか

なと考えます。今後の議論の中でそれは出てく

ることだと思うんですけれども、仮に廃止とか、

統合とか、そういった話が出たときには、県と

してはその可能性も排除しないというスタンス

で臨まれるんでしょうか。

○高妻病院局次長 はい。あらゆる可能性は考

慮していきたいと思っています。排除すること

はありません。

○黒岩副委員長 そういう議論の過程について

は、日南市との協議になるわけなんですけれど

も、できるだけ透明性といいますか、そういっ

たものを十分に配慮しながらやっていただきた

いと思います。

続けて、起債の件について、一般会計からの

借入金50億円に目が行きがちなんですけれども、

今回２か年で35億円の起債をするというところ

で、病院経営全体を考えると、悪く言えば、安

易にお金が借りられるような状況になってきた

というところを非常に危惧しています。この病

院事業債で充当できる経費というのは何かルー

ルがあるんでしょうか。

○高妻病院局次長 これは、平たく言うと赤字

債でございますので、いわゆる運営資金に充て

られるというものでありますが、一応、経営改

善効果の範囲内で起債するものということでご

ざいます。

○黒岩副委員長 先ほど、今後の収支計画の説

明がありましたが、その中には、この起債の元

利償還分は含まれているんでしょうか。

○高妻病院局次長 当然含んで計算をしており

ます。

 御懸念されている部分について、当初予算の

ほうで詳しく説明しようかと思っていましたが、

補足的に説明させていただきますと、15年間で

借りる資金調達─借入れになります。このう

ち、据置期間は３年間となります。

 今、現金収支が非常に厳しいのは、宮崎病院

の再整備で行った医療機器の更新と、電子カル

テの償還が令和８年度だけ重なるということで、

ここが非常に大きな償還になるのですが、あと

は確実に下がってまいります。

 そして、令和12年度になると電子カルテの支

払いが終わるものですから、非常に楽になって

いくというところです。

 今回の借入れは、その間の現金を確保し、負

担が少なくなる令和12年度以降に少し負担を増

やしていく、そういう現金の動かし方をするこ

とによって、経営の安定化を図っていこうとい

う趣旨でございます。

 また当初予算の審査のときに、詳しく図示し

てお話したいと思っています。

○重松委員長 ほか、御質問はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、議案とその他報告事

項につきましては終了させていただきます。

 最後に、その他で何かありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって病院局

を終了いたします。



令和８年３月６日(金)

- 16 -

執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午前10時59分休憩

─────────────────────

   午前11時６分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

 本委員会に付託されました議案等について、

福祉保健部長の概要説明を求めます。

○小牧福祉保健部長 当委員会に御審議をお願

いしております議案等につきまして、概要の説

明をさせていただきます。

 まず、お手元の厚生常任委員会（補正）資料

の２ページを御覧ください。

 本日は、令和７年度２月補正予算の予算議案

のほか、特別議案が２件、その他報告事項が３

件ございます。

 では、予算議案の概要について御説明させて

いただきます。３ページを御覧ください。

 令和７年度２月補正予算案の概要でございま

す。

 表の上から２行目、一般会計の補正額の欄に

ございますとおり、32億6,265万6,000円の増額

補正をお願いしております。これは主に、物価

高騰対策等によるものでございます。これによ

り、右から３列目の補正後の額にございますと

おり、福祉保健部の２月補正後の予算額は、一

般会計で1,377億1,196万8,000円となります。

 次に、下から３行目の特別会計でございます

が、その下の行、国民健康保険課の国民健康保

険特別会計につきましては、53億2,123万2,000

円の増額補正をお願いしております。これは、

保険給付費が当初の見込みを上回ったことによ

る増額等でございます。

 次に、その下、こども家庭課の母子父子寡婦

福祉資金特別会計につきましては、109万3,000

円の増額補正をお願いしております。これは、

令和６年度の繰越金の確定に伴うものでありま

す。

この結果、福祉保健部全体の補正後の予算額

は、補正後の額の列の一番上の行にありますと

おり、一般会計と特別会計を合わせまして2,531

億4,215万円となります。各事業の具体的な内容

は、後ほど担当課長から御説明をさせていただ

きます。

 次に、４ページを御覧ください。

 繰越明許費の追加でございます。次の５ペー

ジの最後の行にございますとおり、合計22事業、

99億2,815万1,000円でございます。これらは、

国の補正予算の関係により事業実施期間が不足

することによるものや、事業主体において事業

が繰越しとなることによるものなどでございま

す。

 次に、６ページを御覧ください。

 繰越明許費の変更でございます。こちらは、

関係機関との調整等に日時を要したことによる

ものであります。

 以上が予算議案の概要でございます。

 ２ページの目次にお戻りいただきまして、

２の特別議案でございます。

 まず、議案第67号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」及

び、議案第68号「宮崎県一時保護施設の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」の２件であります。

 最後に、その他報告事項についてであります

が、宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講

座の設置終了について、保育人材の確保につい

て、及び、訴えの提起の中止についての３件で

あります。詳細については、いずれも後ほど担
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当課長から説明させていただきます。

○重松委員長 次に、予算議案についての説明

を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○北薗福祉保健課長 私のほうから、まず、繰

越明許費の補正について御説明いたします。

 資料の４ページを御覧ください。

 福祉保健部が今回、追加でお願いする繰越明

許費の補正は、22事業、99億2,815万1,000円の

繰越しをお願いするものであります。

 主なものについて御説明いたします。

 一番上から８番目までの事業名「医療・福祉

分野における物価高騰対策緊急支援事業」と、

その下から一番下までの「医療・福祉介護分野

の処遇改善や物価高騰に対する支援事業」であ

りますが、これらは、国の補正予算を財源とし

て物価高騰対策を実施するもので、事業期間に

不足が生じるため繰り越すものであります。

 資料の５ページを御覧ください。

 上から３つ目、「物価高対応子育て応援手当

上乗せ支給事業」でありますが、こちらも、国

の補正予算を財源として実施するもので、事業

期間に不足が生じるため繰り越すものでありま

す。

 続いて、一番下の「地域密着型サービス施設

等整備事業」でありますが、これは、設計見直

しなどにより工期が不足するため繰り越すもの

であります。

 次に、資料６ページを御覧ください。繰越明

許費の変更をお願いするものでございます。

「保健所設備改修事業」でありますが、これは

高千穂保健所の高圧受変電設備改修工事等にお

きまして、関係機関との調整に時間を要したこ

と等から、年度内完成が困難となったため繰り

越すものであります。

 繰越明許費については以上であります。

 続きまして、福祉保健課の補正予算について

御説明させていただきます。

 資料の７ページを御覧ください。

 福祉保健課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄、１行目にありますとおり、７億

1,722万7,000円の増額補正であります。この結

果、補正後の予算額は、右から３列目の補正後

の額の欄、１行目にありますとおり、177億

6,703万2,000円となります。

 それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

 ８ページを御覧ください。

 まず、上から３つ目の（事項）社会福祉事業

指導費5,057万1,000円の増額補正であります。

これは、法に基づき、社会福祉施設等の職員を

対象に退職手当を支給いたします福祉医療機構

に対し、県がその経費の一部を補助しておりま

すが、国が示す基準単価や対象職員数が確定し

たことによるものであります。

 次に、１つ下の（事項）地域福祉対策事業費

2,020万4,000円の減額補正であります。主なも

のは、説明及び事業名欄１の「地域福祉活動推

進事業」1,354万7,000円の減額補正ですが、こ

れは、地域共生社会の実現を図ることを目的に、

「重層的支援体制整備事業」に取り組む市町村

に対する県負担金の執行残であります。

 次に、２つ下の（事項）民生委員費742万

2,000円の減額補正であります。主なものは、説

明及び事業名欄１の民生委員活動費等負担金439

万5,000円の減額補正ですが、これは、民生委員

委嘱数の最終見込数が当初見込数を下回ったた

めであります。

 次に、その下の（事項）生活福祉資金貸付事
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業費600万円の増額補正であります。これは、全

国社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付業務

システムの基盤更新に係る費用のうち、県社会

福祉協議会が負担する分担金を補助するもので

あります。

 次に、その３つ下、一番下の（事項）生活困

窮者支援事業費6,670万5,000円の増額補正であ

ります。主なものとしましては、９ページを御

覧ください。説明及び事業名欄２の「医療・福

祉分野における物価高騰対策緊急支援事業」

6,919万3,000円の増額補正でありますが、こち

らは後ほど御説明いたします。

 その下の（事項）県立施設維持管理費３億131

万円の減額補正であります。主なものは説明及

び事業名欄１の県立施設の補修費等２億9,515万

円の減額補正でありますが、これは、所管する

県立施設における改修工事に係る費用について、

入札による執行残等が生じたことによるもので

あります。

 次に、その下の（事項）自殺対策費631万

6,000円の減額補正であります。これは、主なも

のとして、自殺予防相談電話等に係る委託費の

ほか、県を経由して国の交付金を市町村に交付

する地域自殺対策強化交付金における執行残な

どであります。

 次に、その５つ下の（事項）扶助費２億516万

4,000円の減額補正であります。これは、生活保

護に要する各種扶助費の年間執行見込みが当初

の見込みを下回ったことによるものであります。

説明及び事業名欄４の新規事業「生活保護費

追加支給事業」２億1,836万4,000円の増額補正

につきましては、後ほど説明いたします。

 次に、10ページを御覧ください。

 一番下の（事項）県立病院管理費12億4,736万

6,000円の増額補正であります。詳細につきまし

ては、後ほど御説明いたします。

 続きまして、増額補正に係る事業について御

説明いたします。

 資料の11ページを御覧ください。

 「医療・福祉分野における物価高騰対策緊急

支援事業」であります。この事業は、福祉保健

課以下、福祉保健部内８課で予算計上している

ものでありますが、私のほうから一括して説明

させていただきます。

 まず、予算額は20億3,815万8,000円でありま

して、財源は、全額国庫支出金であります。

 事業の目的としては、光熱費や食材料費の高

騰の影響を受ける医療機関や社会福祉施設等に

支援金を支給することにより、事業者の負担軽

減を図るものであります。

 事業の概要の（１）事業内容としましては、

①医療機関、社会福祉施設等に対する支援金の

支給としまして、病床や施設数、定員等に応じ

て定額を支給する支援金が19億4,700万4,000円

で、対象施設ごとの予算額につきましては記載

のとおりであります。次に、②として支給事務

の委託に8,948万3,000円、最後に、③封筒代等

の事務費に167万1,000円としております。

 （２）事業の仕組みとしましては、①は県か

ら医療機関や社会福祉施設等に支援金を支給し、

②はその支給事務の一部を業務委託するもので

あります。③につきましては、県が直接実施す

るものであります。

 最後に、事業期間は令和７年度でありますが、

支給事務を年度内に完了することが困難であり

ますため、明許繰越とさせていただくものであ

ります。

 次に、12ページを御覧ください。

 新規事業「生活保護費追加支給事業」であり

ます。予算額は２億1,836万4,000円であり、財
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源は国庫支出金及び一般財源であります。

 事業の目的でございますが、平成25年から実

施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を

踏まえ、県が所管する郡部福祉事務所におきま

して、当時の改定により減額となった対象者に

対し、追加支給を行うものであります。

 （１）事業内容でありますが、①として、平

成25年８月以降の期間において生活保護を受給

していた世帯を対象に、最高裁の判決を踏まえ

た新たな基準で算定した生活扶助費の追加支給

分の１億7,360万円を、また、②として、追加支

給対象者の抽出のためのシステム改修費や、膨

大な事務作業に対応するための会計年度任用職

員の人件費など、追加支給事務体制整備費とし

まして4,476万4,000円をお願いしております。

 （２）事業の仕組みとしましては、①の追加

支給は、県が実施主体となり、②の体制整備に

係るシステム改修につきましては、民間企業へ

の委託を行うものであります。

 最後に、事業の期間は令和７年度であります

が、支給事務を年度内に完了することが困難で

ありますため、明許繰越とさせていただくもの

であります。

 次に、13ページを御覧ください。

 県立病院管理費について御説明いたします。

 まず、予算額は12億4,736万6,000円であり、

財源は、国庫支出金及び一般財源であります。

 事業の目的としましては、地域の中核病院と

なる県立病院が、民間の医療機関では対応が困

難である不採算医療などの高度で良質な医療を

安定的に提供することができるよう、給与改定

や物価高騰による影響額の負担軽減を図るもの

であります。

 （１）事業内容ですが、給与改定や物価高騰

の影響を受け、県立病院を取り巻く事業環境が

悪化しておりますため、令和８年６月に実施さ

れる診療報酬改定までの緊急対策として、増加

した費用の一部を一般会計から負担するもので

あります。

 事業費としましては、①給与改定に伴う影響

分として１億7,311万6,000円であり、これは、

令和７年度人事委員会勧告による給与改定に係

る影響額に対応するものであります。また、②

物価高騰に係る影響分として10億3,346万5,000

円であり、これは、令和７年度収支計画と決算

見込みにおいて、材料費等の乖離額が生じてお

りますので、これに対応するものであります。

また、③令和７年度普通交付税算定に係る単価

見直しが行われたことに伴う影響分に対応する

ものとして4,078万5,000円であります。

 （２）事業の仕組みとしましては、県から病

院局に対して負担金を支出するものであります。

 最後に、事業の期間は令和７年度であります

が、令和８年６月に実施されます診療報酬改定

までの緊急措置として物価高騰等の影響額を計

上しておりますので、令和８年４月及び５月分

につきましては、明許繰越とさせていただくも

のであります。

○佐多指導監査・援護課長 指導監査・援護課

分について御説明いたします。お手元の厚生常

任委員会資料の14ページを御覧ください。

 指導監査・援護課の補正予算額は、左から

３列目の補正額欄にありますとおり1,817万

8,000円の減額補正であります。この結果、補正

後の予算額は、右から３列目の補正後の額の欄

にありますとおり１億6,652万6,000円となりま

す。

 それでは、主な補正内容について御説明いた

します。

 15ページを御覧ください。
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 まず、上から２つ目の（事項）社会福祉事業

指導費ですが、補正額欄にありますとおり、454

万6,000円の減額補正であります。

 主なものは、説明欄２「社会福祉法人運営体

制強化事業」の414万1,000円の減額補正であり

ます。これは、複数の社会福祉法人等が連携し

て行う地域貢献の取組を支援する国の補助事業

において、申請額が当初見込額を下回ったこと

に伴い減額するものであります。

 次に、下から２つ目の（事項）戦傷病者・引

揚者及び遺族等援護費ですが、補正額欄にあり

ますとおり656万8,000円の減額補正であります。

 主なものとしては、説明欄６、特別給付金等

支給裁定事務費の527万7,000円の減額補正であ

ります。これは、戦没者等の遺族に対して支給

される特別給付金等の裁定事務に係る経費の執

行残に伴い減額するものであります。

○早川医療政策課長 医療政策課分を説明いた

します。お手元の令和７年度２月補正常任委員

会資料16ページを御覧ください。

 医療政策課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄にありますとおり５億3,619万8,000

円の増額補正であります。この結果、補正後の

予算額は、右から３列目の補正後の額の欄にあ

りますように81億7,392万4,000円となっており

ます。

 それでは、主なものについて説明いたします。

 17ページを御覧ください。

 事項名欄、下から２段目の（事項）救急医療

対策費１億1,138万3,000円の減額補正でありま

す。

 主な内容は、説明及び事業名欄３の「医療施

設スプリンクラー等整備事業」8,300万円の減額

補正ですが、これは、医療機関からの申請件数

が見込みを下回ったものであります。

 次に、その下の（事項）地域医療推進費11億

7,209万5,000円の増額補正であります。

 主な内容について、順に説明いたしますと、

まず、２の「医療提供体制整備事業」6,130万円

の減額補正ですが、これは、国庫補助事業の内

示額が減額となったものであります。

 次に、18ページを御覧ください。

 説明及び事業名欄４の「医療・福祉分野にお

ける物価高騰対策緊急支援事業」９億201万

5,000円の増額補正ですが、物価高騰対策の医療

分として医療機関等へ給付する支援金でござい

ます。事業の概要につきましては、先ほど福祉

保健課長が説明いたしましたので省略いたしま

す。

 次に、７「医療施設等経営強化緊急支援事業」

の（３）「施設整備促進支援事業」8,749万

6,000円の減額補正ですが、これは、国庫補助事

業の内示額が減額となったものであります。

 次の８、新規事業「医療・福祉介護分野の処

遇改善や物価高騰に対する支援事業」４億9,089

万1,000円の増額補正については、後ほど説明い

たします。

 次に、一番下の（事項）地域医療介護総合確

保基金事業費５億3,382万円の減額補正でありま

す。

 主な内容は、まず、説明及び事業名欄１の

（１）「病床機能等分化・連携促進事業」３億

6,847万6,000円の減額補正です。地域医療構想

の推進に係る病床機能の転換等に必要な施設・

設備整備費用の補助について、医療機関からの

申請件数が見込みを下回ったものであります。

 続いて、（11）「宮崎大学「地域医療・総合

診療医学講座」運営支援事業」2,500万円の減額

補正です。過年度寄附金の繰越額増により寄附

の執行見込みが減となったものであります。
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 19ページを御覧ください。

 （14）の「医師の働き方改革事業」5,495万

7,000円の減額補正ですが、これは、労働時間短

縮に向けた体制整備に必要な勤怠管理システム

などのＩＣＴ機器の整備補助について、医療機

関からの申請件数などが見込みを下回ったもの

であります。

 次に、（事項）公立大学法人宮崎県立看護大

学費2,398万2,000円の減額補正であります。

 主な内容についてですが、まず、２の「授業

料等減免事業」1,247万円の増額補正で、減免対

象者が見込みを上回ったことによるものであり

ます。

 次に、３の「大学施設整備事業」2,594万

4,000円の減額補正ですが、入札残等により対象

事業費が見込みを下回ったことによるものであ

ります。

 20ページを御覧ください。

 新規事業「医療・福祉介護分野の処遇改善や

物価高騰に対する支援事業」であります。事業

内容には、長寿介護課分、障がい福祉課分、薬

務感染症対策課分も含まれますが、私から一括

して説明させていただきます。

 予算額は、36億29万2,000円、財源は、国庫及

び一般財源であります。

 まず、事業の目的であります。昨今の物価高

騰の中、経営が厳しい状況が続いておりますの

で、医療機関や介護事業所・障害福祉サービス

事業所等へ必要な財政支援を行うことで、地域

に必要な医療提供体制を確保するとともに、介

護・障がい福祉人材の確保・職場定着や介護

サービスの維持を図るものであります。

 次に、事業の概要の（１）事業内容を御覧く

ださい。ここに記載されている事業は、国の令

和７年度補正予算に計上された医療・介護等支

援パッケージの国庫補助事業メニューについて、

県で予算化するものであります。

 各事業の内容について、簡単に説明させてい

ただきます。

 ①「賃上げ・物価上昇に対する医療機関等支

援事業」は、診療所や保険薬局、訪問看護ス

テーションに対しまして、賃上げに必要な経費

や、診療等に必要な経費に係る物価上昇に対応

するための給付金を支給するものであります。

 ②「介護・障がい福祉分野の職員の賃上げ等

支援事業」は、介護事業所や障害福祉サービス

事業所等に従事する職員１人当たり最大月１万

9,000円に相当する額を６か月分補助することと

しております。

 ③「介護サービス継続支援事業」は、介護

サービスの円滑な継続や災害発生時に必要とな

る設備・備品等の購入費用に対する補助や、特

別養護老人ホームなどの介護施設等が、食事提

供サービスを円滑に継続するために必要な食料

品の購入費等に対する補助を行うこととしてお

ります。

 ④については、これら事業の審査事務に係る

事務経費となります。

 次に、（２）の事業の仕組みですが、①～③

は、県から医療機関や介護事業所・障害福祉

サービス事業所等への補助とし、④については、

民間事業者への委託となります。

 最後に、事業の期間は令和７年度であります

が、支給事務を年度内に完了することが困難で

あるため、明許繰越をさせていただくものであ

ります。

○上田国民健康保険課長 国民健康保険課分に

ついて御説明いたします。同じく委員会資料の

21ページを御覧ください。

 国民健康保険課の補正予算額は、左から３列
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目の補正額の欄にありますとおり、一般会計が

16億2,070万8,000円の減額補正、下のほうの特

別会計のところになりますが、国民健康保険特

別会計が53億2,123万2,000円の増額補正であり

まして、一般会計と特別会計を合わせた補正額

は、一番上の国民健康保険課計の補正額の欄に

ございますとおり37億52万4,000円の増額補正で

あります。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり、一般会計

が295億8,895万3,000円、特別会計が1,151億

9,448万4,000円となりまして、一般会計と特別

会計を合わせた補正後の予算額は、一番上の欄

のとおり1,447億8,343万7,000円となります。

 以下、主なものについて御説明申し上げます。

 22ページを御覧ください。

 まず、一般会計についてであります。上から

２つ目の（事項）高齢者医療対策費でございま

すが、５億7,135万2,000円の減額補正でありま

す。

 主な理由といたしまして、まず、説明欄の１

「後期高齢者医療財政安定化基金事業」３億

5,207万3,000円の減額でございますけれども、

これは、後期高齢者医療広域連合において財源

不足が生じた場合に資金の交付や貸付けを行う

事業におきまして、当初の見込みを下回ったた

め、減額補正を行うものでございます。

 次に、４の「保険基盤安定県費負担事業」３

億4,267万5,000円の減額でございますが、この

事業は、後期高齢者医療広域連合が低所得者等

に対して行った保険料の軽減分について、県が

費用の一部を負担する事業でございまして、当

初の見込額を下回ったため、減額補正を行うも

のでございます。

 続きまして、下から２つ目の（事項）国民健

康保険助成費でございますけれども、５億5,174

万5,000円の減額補正でございます。

 これは、説明欄の１「保険料負担軽減事業」

の減額によるものでございまして、この事業は、

市町村が低所得者等に対して行う保険税軽減な

どの経費につきまして、県が一定割合を負担す

るものでございますけれども、当初の見込みを

下回ったことによりまして、減額補正を行うも

のでございます。

 次に、一番下の（事項）特別会計繰出金でご

ざいますが、４億9,004万8,000円の減額補正で

ございます。

 主な理由としましては、説明欄の１、都道府

県繰入金３億4,967万7,000円の減額でございま

す。この都道府県繰入金は、国民健康保険の保

険給付費等の９％を県が負担するものでござい

ますけれども、当初の見込みを下回ったことか

ら、減額補正を行うものでございます。

 一般会計については以上でございます。

 23ページを御覧ください。国民健康保険特別

会計についてでございます。

 最初の（事項）保険給付費等交付金でござい

ますが、23億1,888万円の増額補正でございます。

 主な理由について御説明申し上げます。

 まず、説明欄１の普通交付金の（１）現物給

付分でございますけれども、これは、市町村が

保険医療機関等に支払った診療報酬分に対して

その全額を交付するというものでございまして、

当初の見込みを上回るということで20億5,759万

4,000円の増額補正を行うものでございます。

 次に、２の特別交付金の（１）市町村向け国

特別調整交付金でございますが、これは、市町

村の特別な事情に応じて、国から交付される特

別調整交付金を当該市町村のほうに交付するも

のでございますけれども、こちらも当初の見込
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みを上回るということで３億7,443万5,000円の

増額補正を行うものでございます。

 その次の、（２）市町村向け国民健康保険保

険者努力支援交付金でございますが、これは、

市町村が行う保健事業にかかる費用に応じて、

当該市町村に事業費等を交付するものでござい

ますけれども、こちらも当初の見込みを上回る

ということで１億6,323万2,000円の増額補正を

行うものでございます。

 次に、中ほどになりますけれども、中ほどの

（事項）基金積立金という事項があるかと思い

ますが、これは国民健康保険財政安定化基金に、

財政運営の安定化を図るため、剰余金等の積立

てを行うものでございまして、27億9,364万

2,000円の増額補正を行うものでございます。

 最後に、一番下の（事項）償還金及び還付加

算金につきましては、国からの負担金等につい

て、昨年度以前の分を精算するものでございま

して、２億7,788万円の増額補正を行うものでご

ざいます。

○井上長寿介護課長 資料の25ページを御覧く

ださい。

 長寿介護課の補正額は、左から３列目の補正

額の欄にありますとおり６億2,508万6,000円の

減額補正であります。この結果、補正後の予算

額は、右から３列目の補正後の額の欄にありま

すように247億1,789万6,000円となります。

 それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

 26ページを御覧ください。

 まず、中ほどの（事項）介護保険対策費12億

9,131万8,000円の増額補正であります。

 主なものは、説明欄１の「介護保険財政支援

事業」17億9,277万8,000円の減額補正でありま

すが、これは、市町村が実施する介護保険事業

に対する県費負担金等で、市町村の介護給付費

及び地域支援事業費の所要見込額が減額になっ

たことや、市町村の予算に不足が生じた場合の

財政安定化基金からの貸付金が不要見込みと

なったことなどによるものであります。

 次に、説明欄７の「医療・福祉分野における

物価高騰対策緊急支援事業」６億1,093万2,000

円の増額補正でありますが、事業の内容につき

ましては、先ほど福祉保健課長が説明しました

ので省略いたします。

 次に、説明欄８の新規事業「医療・福祉介護

分野の処遇改善や物価高騰に対する支援事業」

24億8,551万8,000円の増額補正でありますが、

これも事業内容につきましては、先ほど医療政

策課長が説明しましたので省略いたします。

 次に、その下の（事項）老人福祉施設整備等

事業費１億5,628万円の減額補正であります。

 主なものは、説明欄１の「老人福祉施設整備

等事業」5,658万円の減額補正であります。これ

は、老朽化した老人福祉施設等の改築に要する

費用の一部を補助する事業ですが、事業者の応

募がなかったものであります。

 説明欄３の「介護施設等防災・減災対策強化

事業」9,000万円の減額補正であります。これは、

介護施設等における非常用自家発電設備等の整

備を支援する事業ですが、事業者の応募が見込

みを下回ったことなどによるものであります。

 次に、27ページを御覧ください。

 （事項）地域医療介護総合確保基金事業費17

億3,652万2,000円の減額補正であります。

 主なものは、説明欄１の地域医療介護総合確

保基金積立金10億7,889万8,000円の減額補正で

ありますが、この基金は、地域における医療及

び介護の総合的な確保を図るため、国の交付金

を活用して、医療・介護施設の整備や従事者確
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保に関する事業を行うものであります。基金の

対象となる事業の一部を国庫負担がより手厚い

国庫補助金へ振り替えたことなどによるもので

あります。

 説明欄３の「地域医療介護総合確保基金事業」

６億6,091万5,000円の減額補正でありますが、

主なものとしましては、（２）「介護施設等整

備事業」６億1,126万2,000円の減額補正であり

ます。この事業は、市町村が指定する地域密着

型サービスなどの施設整備や開設準備経費等に

対する補助でありますが、当該補助金の活用を

要望していた事業者が活用を辞退したことなど

によるものであります。

 また、説明欄の（３）の下から２つ目のサ

「介護テクノロジー導入支援事業」2,695万

6,000円の減額補正であります。これは、複数の

法人が協働して職場環境改善に取り組む際の経

費を支援する事業において、事業者からの応募

がなかったことなどによるものであります。

○隈元障がい福祉課長 障がい福祉課分を説明

いたします。資料の28ページを御覧ください。

 障がい福祉課の補正予算額は、左から３列目

の補正額の欄にありますとおり８億3,105万円の

増額補正であります。この結果、補正後の予算

額は、右から３列目の補正後の額欄にあります

ように205億6,270万9,000円となります。

 それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

 29ページを御覧ください。

 まず、一番下の（事項）障がい者自立推進費

９億9,797万2,000円の増額補正であります。

 主なものとしましては、右の説明欄の１、介

護給付・訓練等給付費１億7,392万円の増額補正

であります。これは、市町村の申請額が当初見

込んでいた額を上回ったことに伴う増額でござ

います。

 次に、その下の２、自立支援医療費１億537万

円の増額補正であります。これは、過去の実績

を基に予算を見込んでいたところでございます

が、実績が当初見込んでいた額を上回ったこと

に伴う増額でございます。

 次に、その下、３の「地域生活支援事業」368

万5,000円の増額補正であります。これは、市町

村が実施します障がいのある方が日常生活を送

る上で必要なサービスに要する経費への補助で

ありますが、国の内示額が当初見込みを上回っ

たことから、県負担分について所要の増額をお

願いするものでございます。

 次に、一番下の５、「医療・福祉分野におけ

る物価高騰対策緊急支援事業」２億224万6,000

円の増額補正であります。これは、先ほど福祉

保健課長より説明がありましたので省略いたし

ます。

 30ページを御覧ください。

 説明欄の７、新規事業「医療・福祉介護分野

の処遇改善や物価高騰に対する支援事業」５億

1,485万円であります。これも、先ほど医療政策

課長より説明がありましたので省略いたします。

 次に、真ん中の（事項）障がい児支援費4,302

万7,000円の減額補正でございます。

 主なものですが、説明欄の１、障がい児施設

給付費2,485万3,000円の減額補正であります。

これは、障害児入所施設等における給付費や措

置費等の見込みが当初見込みを下回ったことに

よる減額であります。

 次に、３の「医療的ケア児等在宅支援体制強

化事業」692万5,000円の減額補正であります。

これは、宮崎県医療的ケア児支援センターに配

置するコーディネーターにつきまして、会計年

度任用職員の採用を想定しておりましたが、正
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職員が配置されたことによる減額でございます。

 次に、５の「医療的ケア児等短期入所拡大促

進事業」776万6,000円の減額補正であります。

これは、市町村が実施いたします医療的ケア児

を受け入れる短期入所事業所への助成に要する

経費への補助でございますが、今年度の実績見

込みに合わせた減額でございます。

 一番下の（事項）こども療育センター費8,025

万円の減額補正であります。主なものとしまし

ては、県立こども療育センターにおける施設整

備改修工事の執行残や、会計年度任用職員の人

件費が見込みを下回ったこと等によるものでご

ざいます。

○下村衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明いたします。委員会資料31ページを御覧く

ださい。

 衛生管理課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄にありますとおり6,845万5,000円の

増額補正であります。この結果、補正後の予算

額は、右から３列目の補正額の欄にありますと

おり17億1,607万4,000円となります。

 それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

 32ページを御覧ください。

 一番上の（事項）動物管理費406万3,000円の

減額補正であります。

 主なものといたしまして、説明欄の２、動物

保護管理所等維持管理経費199万8,000円の減額

補正でありますが、これは、動物保護管理所の

改修工事に係る設計委託料などの執行残であり

ます。

 次に、事項名の上から４番目、（事項）食肉

衛生検査所費4,333万5,000円の減額補正であり

ます。

 主なものとしまして、説明欄の１、と畜検査

業務運営費2,232万2,000円の減額補正でありま

すが、これは、食肉衛生検査所における会計年

度任用職員の人件費等の執行残であります。

 次に、説明欄の２「食肉衛生検査所維持管理

事業」798万8,000円の減額補正でありますが、

これは、食肉衛生検査所における需用費など、

維持管理経費の執行残であります。

 次に、説明欄の６「食肉衛生検査所機能強化

事業」372万4,000円の減額補正でありますが、

これは、食肉中に残留する抗生物質検査に要す

る委託料等の執行残となっております。

 次に、事項名の下から２番目、（事項）生活

衛生指導助成費１億7,213万9,000円の増額補正

であります。

 主なものといたしまして、説明欄の３「医

療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援事

業」１億7,284万6,000円の増額補正であります。

これは、先ほど福祉保健課長より説明のありま

した一般公衆浴場、クリーニング所、理美容所

に対する支援金の支給によるものであります。

○重松委員長 暫時休憩いたします。

   午前11時52分休憩

─────────────────────

   午前11時52分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

 ここで、委員の皆様にお諮りいたします。残

りの説明につきましては午後１時から行いたい

と思いますが、いかがでしょうか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議ございませんので、委員

会は午後１時からの再開といたします。

 暫時休憩いたします。

   午前11時52分休憩

─────────────────────

   午後０時56分再開
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○重松委員長 委員会を再開いたします。

 引き続き、予算議案についての説明を求めま

す。

○德山健康増進課長 健康増進課の補正予算案

を御説明します。

 委員会資料の34ページを御覧ください。

 健康増進課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄にありますとおり２億2,516万2,000

円の減額補正であります。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額欄にありますように38億9,967万

8,000円となります。

 それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

 35ページを御覧ください。

 まず、上から２つ目の（事項）母子保健対策

費１億8,810万9,000円の減額であります。主な

ものは、説明欄３「安心してお産のできる体制

推進事業」です。これは県内の周産期母子医療

センターに対する運営費の補助について、国の

内示額が県の予算額を下回ったことによるもの

です。

 次に、下から２つ目の（事項）小児慢性特定

疾病対策費2,600万円の減額であります。これは

説明欄１の小児慢性特定疾病医療費で、医療費

の公費負担見込額が当初の予定を下回ったこと

によるものです。

 次に、36ページを御覧ください。

 一番上の（事項）歯科保健対策費4,074万

8,000円の増額であります。主なものは、説明欄

３「災害時歯科保健医療提供体制整備事業」

3,640万円です。詳細は後ほど御説明いたします。

 また、説明欄４「医療・福祉分野における物

価高騰対策緊急支援事業」765万6,000円の増額

補正でありますが、福祉保健課長より説明しま

したので省略いたします。

 次に、その下の（事項）がん対策総合推進費

2,665万4,000円の減額です。主なものは、説明

欄３「がん医療機器等整備支援事業」です。こ

れは、がん医療の中心的な役割を果たす医療機

関に対し、必要な医療機器及び施設の整備を支

援するものですが、施設整備の支援対象がな

かったことなどによるものです。

 次に、一番下の（事項）肝炎総合対策費2,362

万8,000円の減額であります。これは、次のペー

ジになりますが、説明欄１「肝炎総合対策事業」

で医療費の公費負担見込額が当初の予定を下

回ったことによるものです。

 続きまして、事業の詳細について御説明しま

す。

 38ページを御覧ください。

 「災害時歯科保健医療提供体制整備事業」で

あります。

 本事業は、国補正に伴う補正となります。事

業費は資料右上にありますとおり3,640万円で、

財源は全額国庫支出金です。

 事業の目的です。

 こちらには記載しておりませんが、この事業

要求に至った背景といたしまして、大規模災害

時には医療提供能力が長期間かつ広範囲にわ

たって低下することや避難生活の長期化や給水

制限等により日常の口腔ケアが困難となり、高

齢者の誤嚥性肺炎等のリスクが高まることなど

が指摘されています。このため、災害時におい

て適切な歯科保健医療提供体制を確保できるよ

う必要な機器の整備を行うものであります。

 次に、事業の概要です。

 （１）の事業内容としましては、右側のイラ

ストにありますような避難所等での歯科医療や

口腔管理等に活用できるポータブルユニット、
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ポータブルレントゲン等の整備に係る費用の補

助を行います。

 （２）事業の仕組みは記載のとおりです。

 （３）成果指標は、災害時に歯科保健医療を

提供するための機器を県下全ての郡市歯科医師

会に整備することなどとしております。

 事業の期間は令和７年度としておりますが、

物品の納品等に期間を要することが見込まれま

すことから明許繰越とさせていただくものです。

 本事業により災害時の歯科保健医療提供体制

の拡充が図られ、誤嚥性肺炎などの災害関連死

のリスク低減につながるものと考えております。

○蛯原薬務感染症対策課長 薬務感染症対策課

分を御説明いたします。

 お手元の委員会資料39ページを御覧ください。

 薬務感染症対策課の補正予算額は、左から３

列目の補正額の欄にありますとおり5,994万

8,000円の増額補正でございます。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますように５億2,681万

3,000円となっております。

 それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

 40ページを御覧ください。

 上から２段目の（事項）感染症等予防対策費

5,119万9,000円の減額補正であります。主なも

のは、説明欄５「感染症指定医療機関運営費及

び施設・設備整備事業」2,015万4,000円の減額

補正で、これは県内にある感染症指定医療機関

に係る感染症患者発生に備えた感染症病床の運

営に要する経費であり、国庫補助事業の内示額

が減額となったことにより、当該事業による補

助を減額するものであります。

 次に、上から４段目の（事項）地域医療介護

総合確保基金事業費について、説明欄１の（１）

「薬剤師確保対策事業」443万5,000円の減額補

正であります。これは新たに県内の対象医療機

関に就職する薬剤師の奨学金返還支援金などで

あり、応募者が見込みを下回ったことによる支

援金などを減額するものであります。

 次に、一番下の（事項）薬事費１億3,056万

4,000円の増額補正であります。主なものは、ま

ず説明欄３「医療・福祉分野における物価高騰

対策緊急支援事業」2,380万円の増額補正で、こ

れは物価高騰対策として薬局へ給付する支援金

でございます。事業の概要につきましては、先

ほど福祉保健課長が説明しましたので省略いた

します。

 41ページを御覧ください。

 前ページの続きになりますが、説明欄の一番

上、５の新規事業「医療・福祉介護分野の処遇

改善や物価高騰に対する支援事業」１億903万

3,000円の増額補正ですが、これは物価高騰対策

として保険薬局へ給付する支援金でございます。

事業の概要につきましては、先ほど医療政策課

長が説明しましたので省略いたします。

○増田こども政策課長 こども政策課の補正予

算案について御説明いたします。

 厚生常任委員会資料42ページを御覧ください。

 当課の補正額は、左から３列目の補正額の欄

にありますとおり34億6,764万1,000円の増額で

あります。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額のとおり228億9,986万5,000円とな

ります。

 それでは、補正の内容につきまして主なもの

を御説明いたします。

 43ページを御覧ください。

 上から２つ目の（事項）施設職員対策費1,376

万6,000円の増額であります。補正の主な内容で
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すが、説明及び事業名欄の４「保育士修学資金

貸付等事業」1,514万5,000円の増額によるもの

であります。この事業につきましては、指定保

育士養成施設に通う学生に修学資金を貸し付け

るものでありまして、国の補正予算に伴う配分

額が当初の見込みを上回ったことによる増額で

あります。

 次に、２つ下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費3,841万8,000円の減額であります。

補正の主な内容は、説明及び事業名欄の１「結

婚支援サービス利用促進事業」1,800万5,000円

の減額によるものであります。これは、申請数

が当初の見込みを下回ったことによる減額であ

ります。

 次に、１つ下の（事項）子育て支援対策環境

づくり推進事業費8,392万2,000円の減額であり

ます。補正の主な内容ですが、説明及び事業名

欄の１「子育て支援乳幼児医療費助成事業」に

ついて、市町村の所要額が当初の見込みを下

回ったことによる減額であります。

 次に、１つ下の（事項）教育・保育給付費10

億4,978万2,000円の増額であります。主な補正

の内容は、説明及び事業名欄の１、子どものた

めの教育・保育給付費10億1,416万1,000円の増

額であります。これは、国の人事院勧告に準拠

し、給付費の基となる公定価格の単価が改正さ

れたことによる増額であります。

 次に、説明及び事業名欄の５「医療・福祉分

野における物価高騰対策緊急支援事業」4,939万

円の増額であります。これは、福祉保健課長よ

り説明のありました光熱水費や食材料費等の高

騰の影響を受けている保育所等に対して支援金

を給付するものであります。

 次に、１つ下の（事項）地域子ども・子育て

支援事業費１億8,922万9,000円の減額でありま

す。

 44ページを御覧ください。

 これは、市町村が、子ども・子育て支援事業

計画に従って地域の実情に応じて実施する事業

を補助するものでありますが、主なものといた

しまして、「一時預かり事業」や「放課後児童

クラブ事業」において、市町村の所要額が当初

の見込みを下回ったことによる減額であります。

 次に、上から２つ目の（事項）子育て支援対

策臨時特例基金２億6,840万円の増額であります。

これは、過去に国の子育て対策臨時特例交付金

を活用し造成した基金になりますが、そのうち

既に精算確定している事業の残高を国へ返還す

るものであります。

 次に、１つ下の（事項）児童手当支給事業費

24億5,905万3,000円の増額であります。補正の

主な内容は、説明及び事業名欄の２、新規事業

「物価高対応子育て応援手当上乗せ支給事業」

の増額でありますが、事業の詳細につきまして

は後ほど御説明いたします。

 次に、その１つ下の（事項）私学振興費1,830

万9,000円の増額であります。補正の主な内容は、

説明及び事業名欄の１、（３）「私立幼稚園特

別支援教育経費補助事業」において補助対象と

なる幼児数が当初の見込みを上回ったことによ

る増額であります。

 次に、１つ下の（事項）教育支援体制整備事

業費1,857万8,000円の減額であります。主な補

正の内容は、説明及び事業名欄の２「幼稚園業

務ＩＣＴ化支援事業」において国の交付予定額

が当初の見込みを下回ったことによる減額であ

ります。

 続きまして、新規事業について御説明いたし

ます。

 45ページを御覧ください。
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 予算額は26億4,670万8,000円であり、財源は

全額国庫支出金であります。

 事業の目的ですが、昨今の物価高騰による影

響を含め、特に子育て世帯への経済的負担が大

きくなっていることから、これを重点的に支援

し、生み育てやすい県づくりを目指したいと考

えております。

 県では、子ども・若者プロジェクトにおいて、

今年度から第２子保育料の補助など子育て世帯

への経済的な支援に取り組んでおりますが、昨

今の物価上昇の影響によりまして負担感がさら

に大きくなっております。

 事業の概要の右側の表を御覧ください。

 総務省の家計調査の結果によりますと、本県

の子供が２人いる世帯の消費支出額は子供のい

ない世帯より一月当たり９万5,000円程度多いと

いう結果がございます。

 この９万5,000円に、児童手当を子供２人分で

２万5,000円、今回の国の子育て応援手当２人分

４万円を充当してもなお、子供２人分で３万円

程度の負担が残るということで、これを支援す

るために子供１人当たりで１万5,000円を支給し

たいと考えております。

 具体的には、（１）事業内容の①のとおり、

国が支給する子育て応援手当に県独自に１万

5,000円を上乗せするものであります。次に、②

のとおり上乗せ支給に必要となるシステム改修

費や広報費などについても支援したいと考えて

います。

 （２）事業の仕組みは、手当の支給事務を担

う市町村へ県からの補助ということになります。

 （３）成果指標ですが、県民意識調査の項目

となっております「安心してこどもを生むこと

ができ、子育てを楽しいと感じられる県だと思

う人の割合」を令和６年度の74.6％から令和８

年度に77.0％としたいと考えております。

 最後に、事業の期間は令和７年度であります

が、支給事務を行う市町村への補助を年度内に

完了することが困難であるため明許繰越をさせ

ていただくものであります。

○渡辺こども家庭課長 常任委員会資料の46

ページを御覧ください。

 こども家庭課の補正予算は、表の左から３列

目の補正額の欄にありますとおり、一般会計は

7,127万1,000円の増額補正、下段にあります母

子父子寡婦福祉資金特別会計は109万3,000円の

増額補正で、一般会計と特別会計の合計は、一

番上の行にありますとおり7,236万4,000円の増

額補正となります。

 この結果、こども家庭課の補正後の予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄にありますとお

り、一般会計が76億9,249万8,000円、特別会計

が２億3,569万8,000円となり、一般会計と特別

会計を合わせまして79億2,819万6,000円となり

ます。

 47ページを御覧ください。

 一般会計について主なものを御説明いたしま

す。

 初めに、上から６番目の（事項）児童措置費

等対策費３億4,741万円の増額補正であります。

主な理由としましては、説明欄の１、児童入所

施設等措置費ですが、これは保護が必要な児童

の、児童養護施設等への入所措置や一時保護委

託に要する費用を施設等に支出するもので、今

回、国の単価改正などに伴う増額であります。

 次に、１つ下の（事項）ひとり親家庭医療費

助成事業費2,918万3,000円の減額補正でありま

す。減額の理由としましては、市町村の所要額

が当初の見込みを下回ったことによるものであ

ります。
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 次に、その１つ下の（事項）児童扶養手当支

給事業費１億9,350万2,000円の減額補正であり

ます。減額の理由としましては、児童扶養手当

の受給者数が見込みを下回ったことによるもの

であります。

 少し飛びまして、49ページを御覧ください。

 母子父子寡婦福祉資金特別会計ですが、（事

項）母子父子寡婦福祉資金貸付事業費109万

3,000円の増額補正であります。これは、令和７

年度の歳入予算における繰越金は前年度の決算

剰余金になりますが、この剰余金額について決

算の認定を受け、確定した繰越金の額が当初の

見込額を上回ったことから、その差額について

増額補正するものであります。

○重松委員長 執行部の説明が終了しました。

 予算議案について質疑はございませんか。

○黒岩副委員長 資料９ページの上から２段目、

（事項）県立施設維持管理費というところで、

説明の１番、県立施設の補修費等で２億9,515万

円の執行残という説明があったんですが、今の

御時世、物価高とかいろいろとあって執行残も

少なくなっているのかなという気はしているん

ですけれども、例えば一番、執行残が多かった

工事の例を教えていただきたいと思います。

○北薗福祉保健課長 今年度、（事項）県立施

設維持管理費の関係で言いますと、中央保健所

の屋根や外壁防水工事など26か所の施設補修工

事を行っております。

 その中で、入札残で一番大きかったところを

言いますと、中央保健所の屋根、外壁防水工事

につきまして4,000万円弱ぐらいの入札残と、宮

崎県衛生環境研究所の空調の改修工事のほうで

5,000万円弱ぐらいの入札残となっております。

○黒岩副委員長 その4,000万円、5,000万円の

執行残のところは、もともとの工事の予算とい

うのは幾らだったんでしょうか。

○北薗福祉保健課長 予算額としましては、例

えば宮崎県衛生環境研究所の空調等の改修工事

ですけれども、１億6,900万円あったものが執行

見込額として１億2,200万円ということで、残り

が入札残ということになっております。

○図師委員 資料12ページの新規事業「生活保

護費追加支給事業」について、これは何世帯が

対象となり得るのか。また、１世帯で大体どれ

ぐらいの追加支給になるのか。また、この間に

生活保護を離脱された方、平成25年以降に亡く

なられた方や世帯など、そのあたりの取扱いは

どうなるのかを教えてください。

○北薗福祉保健課長 生活保護の追加支給を受

ける世帯としましては、現在、生活保護受給中

の世帯が、県が所管するところでは約1,400世帯、

あと平成25年から平成30年の間に廃止された世

帯が1,393世帯─約1,400世帯ということで、

一応、積算上は2,800世帯を見込んでおります。

 あわせて、平成25年８月から平成30年９月ま

でに生活保護を受給していたところの追加支給

平均額ですけれども、押しなべて言いますと、

大体６万2,000円です。

 あと、取扱いにつきましては、現在、生活保

護を受給していない世帯につきましても条件に

当てはまる場合は対象となり、また、死者の取

扱いにつきましては、遺族等に対する給付は行

わないというような国の制度になっております。

○図師委員 分かりました。

 続けて、資料44ページの「放課後児童クラブ

事業」が大きく減額になっているんですが、こ

れは私の記憶が正しければ以前にも確認させて

もらったと思うんですけれども、この理由と、

対象クラブをどれぐらい見積もられていて、ど

ういう体制を取られようとしていたのか、その
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あたりを教えてください。

○増田こども政策課長 「放課後児童クラブ事

業」の補正予算について、トータルの補正減額

が約１億5,400万円ということで、こちらについ

ては基本的にはいろんなソフト事業だったり、

ハード事業─施設整備というところでありま

す。市町村のほうで予定しておりましたハード

事業が１億6,000万円程度あったんですけれども、

こちらが資材の調達だったり、用地が確保でき

ないとか、そういった理由で約１億4,000万円が

不用になったといいますか、来年度以降に計画

が延期になったというところが主な補正の理由

でございます。

○図師委員 私はてっきり、放課後児童クラブ

の運営費が減額になったと理解していたんです

けれども、そうではなくてハード事業─整備

事業が繰越しになったということで、また来年

度以降に出てくる可能性があるということです

ね。了解しました。

○黒岩副委員長 物価高対策として医療機関へ

支援金が支給されるということですが、これの

積算と、先ほどの病院局への繰出金、約12億

4,000万円の積算との違いについて、公立病院へ

の出し方と違っていいのかどうか。そこの説明

をお願いしたいと思います。

○北薗福祉保健課長 資料11ページの「医療・

福祉分野における物価高騰対策緊急支援事業」

の部分なんですけれども、医療機関につきまし

ては、病院、有床診療所は１床当たり４万円と

いう積算になっております。これと合せて、20

ページに、先ほど医療政策課のほうで説明した

ものが別途あるような形になっております。

 それで、13ページの県立病院への繰出しのほ

うなんですけれども、県立病院につきましては、

基本的には民間病院とかでは採算が合わなくて

実施が困難な医療などを担っている関係で、も

ともと民間病院とは違うような形で、地方自治

体が負担すべきものについて積算しているとい

うことになっております。

 経費の負担につきまして、繰出金に係る予算

措置の考え方なんですが、まず病院局のほうが

交付税を所管する総務部のほうに要求しまして、

財政当局で、適宜、いわゆる査定を行いまして

福祉保健部のほうに引き継がれるものとなって

おります。

 繰出金に係る予算措置につきましては、福祉

保健部においては、県立３病院がいわゆる、が

んとか脳卒中とか精神疾患とか、そういった疾

病に係る拠点病院の役割と急性期を担う中核病

院として、民間病院とは違う機能を維持するこ

とができるかということ、あと救急、災害、周

産期などの事業についても地域の病院として機

能を維持することができるかという観点から見

て、我々福祉保健部としては繰出金の増加が必

要だと判断したものであります。

○黒岩副委員長 民間の医療機関の場合には１

床当たり４万円とか、そのようなきちんとした

計算式で、国のほうから財源も来ているという

ことなんですが、県立病院については重点支援

交付金ですから、ある程度、自由に使える交付

金を使って出しているということで、この県立

病院に対する繰り出し─金額の決め方という

のは、宮崎県の裁量というような捉え方でよろ

しいんでしょうか。

○北薗福祉保健課長 繰り返しになりますけれ

ど、病院局と総務部のほうでまず必要な額を査

定いたしまして、給与改定とか物価高騰の影響

を受けて、県立病院を取り巻く環境が大幅に悪

化しておりますので、そういったものを踏まえ

て緊急対策として予算措置をしているところで
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あります。

○日髙委員 資料43ページの「結婚支援サービ

ス利用促進事業」なんですけれども、この事業

の詳細を教えていただきたいと思います。

○増田こども政策課長 こちらの事業につきま

しては、婚活のためのアプリなどや結婚相談所

を使った、婚姻のための活動をされる方の活動

経費の一部について支援するものでございまし

て、今年度から新たに取り組むものでございま

す。一応、補助上限額を１万円ということで設

定をさせていただいている事業でございます。

○日髙委員 １万円ということは、どれぐらい

の人数になるんでしょうか。

○増田こども政策課長 ３月２日時点の数字に

はなりますけれども、補助件数としては242件と

いうことになっております。

 こちらの事業について、早速、年明けぐらい

に利用いただいた方にアンケート調査等を実施

させていただいたんですが、本事業をきっかけ

に結婚することが決まったという方が４名誕生

しているというような事業でございます。

○日髙委員 ぜひ、しっかりとＰＲも含めてお

願いしたいと思います。

○黒岩副委員長 資料13ページの県立病院管理

費について、ちょっと細かい話で申し訳ないん

ですが、今回、物価高の影響分ということで、

先ほどの説明では令和８年６月の新たな診療報

酬の改定までの分だということだったんですが、

下の積算は令和７年度の積算根拠でやっていま

す。令和７年度分プラス２か月分がこの金額と

いう理解でよろしいんでしょうか。

○北薗福祉保健課長 令和７年収支計画と令和

７年決算見込みにおける材料費比率の乖離分を

繰出しという形でやっているところです。例え

ば繰出金の２月補正分の全体12億4,736万6,000

円のうち、１億5,142万1,000円が繰越しという

形になっております。

○黒岩副委員長 ということは、その１億5,000

万円余が新年度の４～５月分に相当する分とい

う理解でいいんでしょうか。

○北薗福祉保健課長 はい、この分が改定まで

の翌年度４～５月分になっています。

○黒岩副委員長 資料17ページの救急医療対策

費の１、第二次救急医療体制整備1,500万円余の

執行残ですけれども、この理由をもう１回説明

をお願いします。

○早川医療政策課長 第二次救急医療体制整備

につきましては、病院群輪番制を取っていらっ

しゃる医療機関とか、共同利用型というような

形で第二次救急医療体制を整備されているとこ

ろに対して補助を行うものです。当初予定して

おりました西都市に対する補助について、最終

的に補助要件を満たさないということになりま

したので、その分、不用額が生じたものでござ

います。

○黒岩副委員長 分かりました。

 それでは、資料19ページの県立看護大学のと

ころなんですけれども、これの「授業料等減免

事業」というのが1,200万円余の増額となってお

りますが、この減免の対象者というのはどんな

方なんでしょうか。県内、県外の区分があるか

ないかも含めてお願いします。

○早川医療政策課長 「授業料等減免事業」に

つきましては、令和２年４月から国が高等教育

の修学支援の新しい制度を開始され、その対象

に基づいて授業料を減額するというものになり

ます。

 その中で、今回の制度改正により、子供が３

人以上いらっしゃる多子世帯の学生等に対する

所得制限が撤廃されたことに伴いまして、対象
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者が増えたということになります。

 その分が増額補正ということになりますが、

この分につきましては、県内、県外等を問わず

県立看護大学に在学する学生について減免対象

となるということになります。

○黒岩副委員長 資料27ページをお願いします。

 （事項）地域医療介護総合確保基金事業費の

説明３の（２）「介護施設等整備事業」６億

1,000万円ほどの減額ですけれども、これの執行

がなかった理由というのはどういうことなんで

しょうか。

○井上長寿介護課長 理由の一つとしては、事

業者が整備を取りやめたということがあります。

その理由として、計画はしていたんだけれども、

介護職員が集まらなくて整備を取りやめたとか、

あと、やはり物価高騰によって─国の補助単

価が決まっているんですけれども─資材価格

とか工事費が高騰して自己負担が結果的に増え

たというようなことで、事業者が整備を取りや

めたと聞いております。

○黒岩副委員長 ということは、整備はやりた

いけれども、やっぱり人がいらっしゃらない、

物価高で、国の単価が見合っていないというと

ころがございますので、そういった理由をしっ

かり把握していただいて、そういう声をいろん

な施策に反映していただきたいと思います。

 これは部長にお願いなんですけれども、今回

の補正については物価高とか、そういった様々

な要因に対する給付、補助が大分入っています。

その中で迅速な支給、そういったものが急がれ

るところなんですが、今後、年度末を迎えて人

事異動とかいろいろとありますけれども、こう

いったものの執行が遅滞なく行われるように監

視していただいて、スムーズな執行をお願いし

たい。例えば封筒一つにしても、印刷会社に窓

付き封筒を注文すると、今、全国的に需要が多

いので１か月待ってくださいとか、いろんなも

のが出てくると思うんですよね。ですから先手

を打って早めに支給ができるように取組をよろ

しくお願いしたいと思います。

○小牧福祉保健部長 今回の物価高騰対策等に

つきましては、関係する医療関係の団体などか

らも迅速な対応をという要望を常に受けており

ますので、今、副委員長からの御指導がござい

ましたとおり、今の段階からも準備をしっかり

としていって、予算成立後は迅速に、具体的な

事務処理に入っていきたいと考えております。

 また、進捗管理には幹部職員で十分に気をつ

けて、滞りがないようにしていきたいと思いま

す。

○重松委員長 ほかにございますか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 なければ、予算議案については

終了させていただきます。

 それでは、次に特別議案についての説明を求

めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○蛯原薬務感染症対策課長 委員会資料50ペー

ジを御覧ください。

 議案第67号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

説明いたします。

 医療政策課、薬務感染症対策課で所管する当

該条例における改正に係るものであり、私のほ

うから薬剤師法施行令関係、医療法関係の順で

一括して説明させていただきます。

 まず、薬剤師施行令関係について、１の改正

理由ですが、薬剤師法施行令の一部改正に伴い

薬剤師名簿登録消除申請及び免許証返納の事務
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が整理されたことから、本条例の関係規定につ

いて所要の改正を行うものでございます。

 次に、２の改正の内容につきましては、薬剤

師の死亡または失踪の場合における届出義務者

による薬剤師名簿登録消除申請が、電子情報処

理組織であるオンライン申請等が可能となり、

当該申請等が行われる場合においては、都道府

県を経由することを要しないこととされました。

 あわせて、当該申請の場合、薬剤師免許証の

返納についても都道府県を経由することを要し

ないこととされました。

 今回の条例改正は、これら薬剤師法施行令改

正を受け、当該規定を追加するものでございま

す。

 次に、医療法関係につきましては、１の改正

の理由及び２の改正の内容にありますとおり、

医療法の一部改正に伴いまして、条例に引用し

ております条項にずれが生じましたことから改

正を行うものです。

 最後に、３の施行期日につきましては、いず

れも公布の日としております。

○渡辺こども家庭課長 常任委員会資料の51

ページを御覧ください。

 議案第68号「宮崎県一時保護施設の設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」

についてであります。

 １の改正の理由ですが、一時保護施設の設備

及び運営に関する国の基準の改正に伴い、関係

規定の改正を行うものであります。

 ２の改正の内容ですが、一時保護施設の設備

及び運営に関しましては国の基準に基づき条例

で定めておりますけれども、今般、国の基準が

改正され、一時保護施設に配置される児童指導

員の任用要件に、こども家庭ソーシャルワー

カーの資格を有する者が追加されたため、本条

例も同様の改正を行うものであります。

 こども家庭ソーシャルワーカーですが、こど

も家庭福祉分野における専門性向上を目的とし

て、令和６年度に創設された新たな公的資格で

あり、児童相談所の児童福祉士や市町村のこど

も家庭センターの統括支援員などの任用要件の

一つにも位置づけられております。

 最後に、３の施行期日ですが、公布日として

おります。

○重松委員長 執行部の説明が終了しました。

 まず、議案第67号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて、質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 次に、議案第68号「宮崎県一時

保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例」について、質疑はありま

せんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○早川医療政策課長 常任委員会資料52ページ

を御覧ください。

 宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座

の設置終了について御報告いたします。

 この講座は、宮崎大学医学生の地域医療や総

合診療への関心喚起等のため、平成22年度から

宮崎大学への寄附で設置している寄附講座であ

りますが、令和８年３月31日をもって設置を終

了するものであります。

 終了の理由につきましては、１、理由のとお

り、令和８年４月１日付で同大学医学部にこの

寄附講座と趣旨や役割などが重複する面の多い
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総合診療科学講座が新たに設置されることと

なったことによるものです。

 ２、これまでの寄附講座における主な取組で

すが、この講座では、県内の地域医療を担う医

師の養成・確保のため、医学生への地域医療に

係る講義や地域医療実習などの卒前教育、総合

診療専門研修プログラムによる総合診療医の育

成などの医学部卒業後の若手医師等の教育等を

行ってきたところです。

 これまでの主な実績といたしましては、地域

医療の現場で活躍が期待されている総合診療医

を養成するための後期研修プログラム─現在

は専門研修プログラムとなっているものを策定

し、平成27年度から令和７年度までの間で、そ

のプログラムを履行する専攻医として20名が採

用され、他の診療科と比べて歴史が新しい分野

である総合診療科を選択する医師を育成し、一

定数の医師を確保することができました。

 また、この講座から県内の医療機関への医師

の派遣人数は、宮崎大学や同大学が指定管理を

受託している宮崎市立田野病院を除き、講座設

置の平成22年度から令和７年度までで延べ117名

となっております。

 地域医療を担う医師を確保していくためには、

様々な病気を見るための総合診療能力を有する

医師の養成・確保が引き続き必要であることか

ら、寄附講座終了後も宮崎大学に新たに設置さ

れる総合診療科学講座とも連携し、大学をはじ

め関係機関、団体と一体となって地域医療を支

える医師の確保に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○増田こども政策課長 厚生常任委員会資料の

53ページを御覧ください。

 保育人材の確保について御説明いたします。

 まず、１の現状ですが、昨年度、県が把握し

たところによりますと、県内の保育施設等にお

きましては、国が定める保育士の配置基準はお

おむね満たしているものの、休暇を取得しやす

い環境の整備や保育の質の向上といった観点か

ら、207施設で570人の保育士等が不足している

状況にありました。

 一方で、今後、１歳児の配置基準の改善が予

定されているほか、本年４月から「乳児等通園

支援事業」が本格実施されることとなっており、

保育人材の確保は喫緊の重要課題となっており

ます。

 次に、２の今年度の取組ですが、日本一挑戦

プロジェクト「子ども・若者プロジェクト」に

おきまして、今年度から新たに「保育人材緊急

確保事業」を実施しておりまして、保育士等の

就業あっせんなどを行う保育士・保育所支援セ

ンターの人員体制や機能の強化を図るとともに、

保育士修学資金貸付等制度におきまして、修学

資金の貸付け要件を緩和したところで、これら

の主な実績は資料下に記載の（１）、（２）の

とおりとなっております。

 このほか、同事業におきまして、さらに保育

士資格を有しながら保育士として勤務されてい

ない、いわゆる潜在保育士の方の就業を支援す

るため、県に保育士登録のある方の実態把握の

調査を実施したところであります。

 資料の54ページを御覧ください。

 本調査ですが、先ほど御説明いたしました潜

在保育士の方、約１万人を対象に実施いたしま

して、回答者数は（オ）のとおり902人の方から

回答をいただいたところです。

 資料下のグラフに記載しておりますが、回答

者のうち、まず性別になりますが、94.5％の方

が女性で、就業状況を見てみますと68.4％の方

が現に保育士として就業している一方、31.6％
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に当たります285人の方が保育士以外の職に就業

している、または就業されていない方で、今回

の回答者902人のうち31.6％の285人が潜在保育

士に当たります。

 資料の55ページを御覧ください。

 （ア）の右の表にありますとおり、潜在保育

士285人の就業状況は、保育士以外の職に就業し

ている方が223人、就業していない方が62人であ

り、就業の意向としては、（イ）のとおり

43.5％の124人の方が、今後、保育士として働き

たいとしており、保育現場への復帰に意欲を

持っていらっしゃることが分かりました。

 資料の56ページを御覧ください。

 現在、保育士として働いていない理由を見て

みますと、保育士以外の職に就業している方、

223人では、「給与が保育士より高い」が21.9％、

「就業時間が保育士より短い」が20.1％といっ

た理由が多く、現在就業していない方では、

「自宅での業務対応」が13.7％、「自身の能力

や体力への不安」が13.0％などの結果となりま

した。

 資料の57ページを御覧ください。

 潜在保育士285人の方が回答された、保育士と

して就業するための希望条件といたしましては、

給与の改善や就業時間の改善など勤務条件の改

善を求める声が４割を超えており、加えて、円

滑な人間関係や休暇の取得しやすさといった職

場環境の整備を求める声が数多く寄せられまし

た。

 資料の58ページを御覧ください。

 こちらは今後の取組になりますが、今回の調

査結果から、県内には今回の回答者902人のうち

31.6％に当たる285人の潜在保育士の方が少なく

とも存在しており、その約４割は条件次第で現

場復帰の可能性があること、そして、その鍵は

給与や働き方、職場環境の改善にあることが明

確になったと考えております。

 本県における保育士の給与水準は、近年、公

定価格上の人件費引上げは行われているものの、

県内の全産業や全国の保育士の給与水準と比較

すると、依然として低い水準にあります。

 国においては、新たな動きといたしまして、

今年度から幼児教育・保育施設の経営情報を継

続的に見える化する制度をスタートさせており

まして、各施設の職員の給与状況等が子ども・

子育て支援情報システム、いわゆる「ここｄｅ

サーチ」でネット上に公表されることとなって

おります。

 県といたしましては、この仕組みを活用し、

各施設の給与状況を継続的に把握していくとと

もに、公定価格上の人件費引上げ分が確実に職

員の方の給与に反映されるように、関係団体等

を通じまして要請を行ってまいりたいと考えて

おります。

 あわせて、国が設置しております働き方改革

推進支援センターや民間コンサルタントとも連

携しながら、施設長向けの研修や個別相談等を

充実させることで、勤務条件や職場環境の改善

を後押ししていきたいと考えております。

 さらに、ＳＮＳ等を活用いたしまして、小・

中学生を含む子供・若者世代に対して、給与改

善の状況や宮崎県で保育士として働く魅力を発

信し、将来を見据えた人材確保にも取り組んで

いきたいと考えております。

 以上が保育人材の確保についての説明となり

ます。

 今後も人格形成の基礎を培う幼児期を支える

保育士の確保にしっかりと取り組み、保育の質

の向上や共働き、共育て家庭の支援等につなげ

ることにより、県民の皆さんが生み育てやすい
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と感じる宮崎を実現していきたいと考えており

ます。

○渡辺こども家庭課長 委員会資料の59ページ

を御覧ください。

 （３）訴えの提起の中止について御報告いた

します。

 令和７年11月定例会におきまして、２の事案

に記載の母子福祉資金貸付金の返還を求める訴

えの提起につきまして議決をいただいたところ

ですが、３の理由に記載しておりますとおり、

令和８年１月20日に連帯借主である乙から債権

額全額が返済され、甲及び乙に対する県の債権

が消滅したことに伴い、訴えの提起を中止する

ものであります。

○重松委員長 執行部の説明が終了しました。

 まず、宮崎大学医学部地域医療・総合診療医

学講座の設置終了について、質疑はありません

か。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 次に、保育人材の確保について、

質疑はありませんか。

○黒岩副委員長 資料57ページの「保育士とし

て就業するための希望条件」という項目で、回

答が給与の改善だったり、職場環境の整備、就

業時間の改善ということで、処遇改善というこ

となんですが、これの抜本的な対策はなかなか

ないと思うんですけれども、資料58ページの３

の今後の取組のところの対策を見ると、なかな

かやっぱり難しいなという気がします。どのよ

うに給与や職場環境、労働時間といったものの

改善を図るつもりなんでしょうか。

○増田こども政策課長 御指摘のとおり、実際

に施設職員に支払う給与等につきましては、運

営する法人の経営状況と直結する部分でありま

すので、なかなか公定価格が引上げになったか

ら、イコール職員の給与も上げないといけない

と、そこまで行政のほうからは申し上げにくい

ことではあります。ただ、巡り巡って、そう

いった給与を上げたりとか勤務環境を改善する

ことによって保育士を採用できるといいますか、

そういった好循環に中長期的にはつながる可能

性も十分あります。そういった必要性はもちろ

んのこと、３の今後の取組にも書いているよう

な働き方改革推進支援センター等も活用して、

そういったノウハウ、ひいては施設職員の確保

につながるような意識醸成だったりとか、そう

いうところもしっかりと取り組んでいきたいと

考えております。

○黒岩副委員長 そうだろうなと思います。あ

わせて、これはお願いなんですけれども、潜在

保育士の方が職場復帰した場合に往々にしてあ

るのが、数年間は臨時職員でお願いしますとい

うところもあったりして、なかなか正規職員に

なれないという事例があると思うんですよ。で

すから、そういったところも見ながら、正規職

員の給与改善ということだけでなくて、非正規

から正規にしていくといったところもしっかり

注視していただきたいと思います。

○増田こども政策課長 いろんな働き方や家庭

の事情等もありますので、全員フルタイムとい

うわけでなくても、そういったある程度、柔軟

な勤務形態の提案だったりとか、そういったこ

とで少しでも穴が開かないようにといいますか、

しっかりとお子さんのケアができるような体制

づくりには取り組むべきだと思います。

特に現場から遠ざかっていて復帰されるとき

には、どうしても、幼児教育が今、どういうト

レンドなのかというところが不安だというとこ

ろもあります。そういった復帰支援といったと

ころも、県が設置している幼児教育センターも
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ございますので、そちらで県が任用している

スーパーバイザーの方から、そういったアドバ

イスも日頃からやっていければと考えています。

○日髙委員 資料58ページの一番下に、ＳＮＳ

等を活用しながら小・中学生を含む子供・若者

に対して給与面の改善状況などを発信していく

とありますが、これを発信していくのはなかな

か難しいかなとは思います。前回、課長にお話

したかもしれませんけれども、幼稚園の先生方

や、十数社の経営者が集まってそこで話をさせ

ていただいたときに、ほとんどが保育士不足だ

という話の中で１社だけ、「うちは保育士は足

りているんですよ」と話をされて、「中学校の

職場体験と高校のインターンシップをすること

で、必ずそこの子たちが私たちの園には来てく

れるんです。そこで断るのがもう本当に申し訳

なくて」というような話をされた状況で、やっ

ぱり若いときにそういう体験をされるというの

が大変重要だと思っています。もちろんＳＮＳ

の発信等も大切かもしれませんが、実際にそこ

で体験していただくというのが一番大事かと思

いますので、ぜひ行っていただきたいなと思い

ます。

○増田こども政策課長 御指摘のとおり、ＳＮ

Ｓ等の活用により、そういった情報を伝える取

組もなんですが、我々行政の反省といたしまし

て、保育士確保という分野の中では、なかなか

小・中学生の目線というところでの取組が、十

分ではなかったところもあります。保育士の最

大の魅力は小さいお子さんと接して、そのお子

さんのために働くというところだと思いますの

で、御指摘のような職場見学だったり、就業体

験だったりとかといったことを中心に取り組む

とともに、これまで育った宮崎で引き続き働き

ながら住み続けるといったことにつながるよう

な意識醸成にも、しっかり取り組んでいきたい

と考えています。

○黒岩副委員長 この前の一般質問で地域限定

保育士の話が出て、知事は今のところ考えてい

ないというような答弁だったかと思います。当

然、都道府県が努力してもなお、保育士が足り

ないという場合については認めるということな

んですが、今回のこういった取組というのは、

都道府県の努力という部分でこれをやるという

解釈で、これをやってもやっぱり足りないとき

には、最終的には地域限定保育士も考えていく

というような考え方でいいんでしょうか。

○増田こども政策課長 地域限定保育士につき

ましては、これまで構造改革特区で大阪府や神

奈川県、沖縄県で運用されていた制度でござい

ます。これが今年度の10月から全国一律に一般

制度化されたということであるんですけれども、

おっしゃるとおり、まずはこういった人材確保

について様々な取組をやってみて、それでもな

お確保ができないとか、あと今回のこども誰で

も通園制度─乳児等通園支援事業等といった

国の施策の動きもありますので、そういったと

ころも踏まえ、動きもにらみながら、まずは今

の取組の事業効果をしっかり検証していきなが

ら、今後、必要性の有無を含めて検討していく

ことになると思います。

○黒岩副委員長 では、地域限定保育士を導入

する前にまだやれる策があると、そういったも

のをやってからということの理解でよろしいで

すかね。

○増田こども政策課長 資料のほうにも記載し

ておりましたが、今年度から保育士・保育所支

援センターについても体制整備と機能強化をし

ました。昨年度までのマッチング件数─最終

的に就職につながった件数も昨年度１年間で６
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件であったところが、今年度１月末時点で65件

というところで実績としては伸びてきておりま

すので、こういったことをまずは地道に取り組

んでいきたいと考えております。

○重松委員長 ほかございますか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 では最後に、訴えの提起の中止

について、質疑はありませんか。

○黒岩副委員長 これについては、以前の説明

で、再三、催促したけれども、誠意がないとか、

いろいろと一定の要件に該当したので訴えを起

こすということだったんですが、急転直下、全

額返済となったことについての理由というか、

なぜこうなったのかを教えていただきたいと思

います。

○渡辺こども家庭課長 今、副委員長がおっ

しゃったとおり、本人並びに連帯借主がなかな

か返済等に応じていただけなかったという状況

があったんですが、今般、訴えの提起を起こす

ということで最終的に訴訟提起予告状を送付し

ましたところ、連帯借主のほうから、一括して

返済をするので訴訟の提起はやめてくれという

ような連絡が弁護士法人のほうにあったところ

でございます。

 それを受けまして、最終的に１月20日に元金

相当額の約268万円と違約金が納付されましたの

で、今回、訴えの提起については中止するとい

う状況になったところでございます。

○黒岩副委員長 ということは、それまでの交

渉の中で、このままいくと訴えますよという話

はあまりされていなかったということなんです

かね。

○渡辺こども家庭課長 訴えを提起するという

ことは、再三、言ってはおりましたけれども、

恐らく本気ではないというふうに踏まれていた

のではないかと思います。

○重松委員長 ほかに関連でございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、その他報告事項につ

いては終了いたします。

 最後に、その他で何かありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって福祉保

健部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午後２時１分休憩

─────────────────────

   午後２時４分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

 まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、９日月

曜日に行いたいと思います。開会時刻は午後１

時ちょうどとしたいのですが、よろしいでしょ

うか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

 暫時休憩いたします。

   午後２時４分休憩

─────────────────────

   午後２時12分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

 それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのようにいたしま
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す。

 その他で、何かございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 以上で、本日の委員会は散会い

たします。

   午後２時12分散会
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令和８年３月９日（月曜日）

─────────────────────

   午後０時58分再開

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   重 松 幸次郎

  副 委 員 長   黒 岩 保 雄

  委      員   濵 砂   守

  委      員   日 髙 陽 一

  委      員   山 下   寿

  委      員   渡 辺 正 剛

  委      員   図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

事務局職員出席者

  議事課主任主事   増 村 竜 史

  議事課課長補佐   古 谷 信 人

─────────────────────

○重松委員長 委員会を再開いたします。

 採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

   〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

 議案第45号、議案第48号、議案第49号、議案

第63号、議案第67号及び議案第68号につきまし

ては、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 異議なしと認めます。

よって、議案第45号、議案第48号、議案第49

号、議案第63号、議案第67号及び議案第68号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。

 それでは、最後に、その他で何かありません

か。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 何もないようですので、以上で

委員会を閉会いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

   午後０時59分閉会
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